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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議   事   日   程       第 ４ 号 

９月10日（木）９時開議 

 日程第１   市政事務に対する一般質問 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成27年９月武雄市議会定例会一般質問通告書 

順番 議 員 名 質 問 要 旨 

９ 16 宮 本 栄 八 

１．市の将来計画について 
1)地域戦略計画とマスタープラン 
2)Ｈ２８アセットマネジメントと大型事業実施 

 
２．行政サービス向上について 

1)コンビニでの証明書発行 
2)上下水道料金の低減 
3)ふるさと納税の説明会 
4)職員禁煙者への支援 

 
３．教育子育てについて 

1)官民一体型学校の将来像 
2)放課後児童クラブの時間延長等 
3)北方幼稚園の民営化 
4)学校のブラック企業化対策 
5)iPad の幼児への活用 

10 20 牟 田 勝 浩 

１．ＩＴ行政について 
 
２．周辺部対策について 
 
３．教育について 
 
４．観光について 

11 21 松 尾 初 秋 

１．道路について 
 
２．公共事業について 
 
３．市営住宅について 
 
４．健康診断について 
 
５．ノラ猫対策について 
 
６．武雄温泉駅の喫煙場所について 
 
７．市長の政治姿勢について 

12 10 上 田 雄 一 
～武雄市の今後の方向性について～ 
 
１．まちづくりについて 
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 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

開   議    ９時 

○議長（杉原豊喜君） 

皆さんおはようございます。前日に引き続き本日の会議を開きます。 

日程第１ 一般質問 

日程に基づきまして、市政事務に対する一般質問を続けます。 

日程から見まして、本日は 10 番上田議員の質問まで終わりたいと思います。 

それでは、16 番宮本議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。16番宮本議員 

○16番（宮本栄八君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）おはようございます。16 番宮本栄八の一般質問をさせていただきま

す。本日は市の将来計画について、行政サービスの向上について、教育子育てについて質問

していきます。よろしくお願いします。 

まず最初の、市の将来計画についてです。地域戦略とマスタープランっていうことで、ま

ず地域戦略の中身っていうよりも、形っていうんですかね、概念っていうんですかね、そう

いうことについてお聞きします。 

まず第１番目として、地方総合戦略は、ことし秋っちゅうか、今つくってますけども、今

後の５年間と。次のマスタープランっていうか第２次総合計画は来年度５年間つくるわけな

んですよね。今の形式っていうのは網羅的になって、マスタープランに近い形かなと。詳細

は文書はないですけども、項目的にはほぼ同じようなもんになっているんじゃないかなと。

そこで、総合戦略のほうはちょっと形を変えていったほうがよくないかなというふうに思っ

ております。 

それがですね、地方総合戦略のほうを尐し重点施策、それか柱とか。きのう子育てのこと

を言われましたけども、それが一本柱なのか、そこがちょっとよくわからないんですけども、

そのようなことでですね。これは１億 5,000 万が国が来たときの柱と割り振りですよね。大

柱、小柱と割り振りになっとるわけなんですよ。だから、実際あと 5,000 万しかこんってい

う状況の中で、総花的にするよりも一本柱なら一本柱でいいから子育てのセンターにぼんと

突っ込むとか、そういうふうにせんと、実際あれだけの網羅したやつを予算化するっちゅう

のは難しいんじゃないかなというふうに思いまして、柱方式にもっていったらよくないかと

いうことでお尋ねをいたします。 

○議長（杉原豊喜君） 

中野企画財政部長 

○中野企画財政部長〔登壇〕 

おはようございます。ただいま御質問いただきました地方創生関係で、地方版総合戦略、

そこの中での事業の取り組みについてということでございました。議員、冒頭ちょっとおっ
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しゃいましたが、１億 5,000 万が、国から交付金が来ておりまして、この後ですね、まだ決

定ではございませんが、幾つかの交付金を受けながらという形で交付金の予定をしておりま

す。これはあくまでも平成 26 年度分の繰り越しの分と平成 27 年度の予算の予定ということ

でございまして、これがまた将来にわたって今後国のほうから交付されるかというのははっ

きり今のところはつかんでないので、その点についてはまず御確認していただければという

ふうに思っているところでございます。 

それを受けまして、国の交付金ですね。現在、新型交付金と言われておりますが、その国

の交付金を受けながら、特に総合計画を受けた地方創生、特出しとして人口減尐に対応する

ための施策、そのためにどういった形で集中的に行っていくかという計画なんですが、この

部分についての事業のあり方です。それについて特化したほうがいいのか、それとも一定網

羅しながらということで御提案をいただいたところでございますが、基本的には幾つかの柱

を挙げながら今後総合戦略っていうのを策定していくことになろうかと思っております。御

承知のとおり、現在議会のほうの特別委員会でも協議をしていただいておりますし、市民の

方の懇話会というところからの意見を頂戴しながら取りまとめている状況でございます。 

そういったものを受けながら、最終的にはどんと一発でいくのか、また網羅的でいくのか

という判断になるかと思いますが、現段階的では基本的には何でもかんでもばらまきってい

うことではなくて、一定の方針に従いながらしていく。ただ、一本柱でそれをすべて傾注す

るというところにはならないのではないかというふうに考えているところでございます。以

上でございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

16 番宮本議員 

○16番（宮本栄八君）〔登壇〕 

わかりました。まあ一応その辺も国との、お金との関係でフレキシブルに対応するっちゅ

うような感じで私は受け取りました。 

続きまして、その中の柱がないっちゅうことだったら、ちょっと全体見たときにどうなる

のかなっていう、普段のお金でできないことをちょっと挙げてみて、木質エネルギーっちゅ

うのもあったんですけども、それはもうまきの販売っちゅうことだったのでわかったんです

けども、ついでっちゅうたらいかんですけど、この周辺部住宅整備っちゅうのはどのくらい

のことを考えてやるんでしょうか。（「ついでのごたあ質問したらいかんさ」と呼ぶ者あり）

（発言する者あり） 

○議長（杉原豊喜君） 

静かに。 

〔16 番「いや、ちゃんと言い切ってはおります」〕 

静かに。静かに。（発言する者あり） 
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北川総務部長（「ついでに答えますて言うぎ」と呼ぶ者あり） 

○北川総務部長〔登壇〕 

おはようございます。周辺部の住宅整備ということでございますが、この総合戦略に掲げ

ておりますのは、議員さん御承知のように人口減尐が非常に市全体でも、あるいはその周辺

部についても激しくなってきたということで、合併以降、市の全体の人口減尐率については

マイナス 4.6％、全体でですね。周辺部についてはそれを上回る 10.7％ということで、倍以

上のスピードで人口減尐が進んでおります。 

そうした中で、周辺部の活力が失われるということに対しまして何らかの手を打たないか

んというふうなことで、ここに総合戦略の素案の一つとして上げているところでございまし

て、住宅整備も含めましてどのような計画が一番効果的なのかということについては、現在

内部で検討しているところでございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

16 番宮本議員 

○16番（宮本栄八君）〔登壇〕 

今後っていうことですね。これは嬉野のニュータウンで、市が分譲してるんですけども、

まあこういうことなのかなと思ってちょっと参考に出したんですけども。 

次に、平成 28 年度アセットマネジメントと大型事業です。前市長のときに庁舎の問題が

ある程度片付いたということで、次に文化体育館の場所を昨年度中に示すということだった

ので、それを聞いていたら、ところてん方式っていうのがアセットマネジメント計画ってい

うことだったんですよ。 

すべてって書いてあるんですけども、この間質問したときに中身はどんな事業が対象かっ

て言ったら、住宅計画も含めてすべてっていうようなことを言われたわけですよね。そした

ら、そこですべてわかるのかなって思ったわけなんですけども、しかし突き詰めて考えると

ちょっと疑問が出てきたわけなんですよ。 

それは、例えば、これについてはですね、アセットマネジメント計画と思うんですよね。

北方の西体育館ですかね。それと北方スポーツセンター、山内スポーツセンターとか、住宅

の建てかえとかですね。しかし、この文化会館をそのまま建て直すならばアセットマネジメ

ント計画ですけども、新たにつくるのはアセットマネジメント計画ではできないんじゃない

かなと思ったわけなんですよ。 

それで結局、アセットマネジメント計画は全てって言われるけど、多分今ここのアセット

マネジメント計画の、集計をしてありますけども、大型事業の内容とか、予定金額とか、こ

こでは打ち出せないと思うわけですよね。そういうふうになってくれば、アセットマネジメ

ントの現有所有物の方針を片方でつくりながら、もう一方で新規大型事業の計画をつくっと

って、それを合体させて、合併特例債とか併せて統合計画をつくるという形にならんといか
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んのじゃないかなと。だから、きのう子育てセンターのことを言われましたよね。普通言え

ば、ここのアセットマネジメント計画で言わんといかんわけですよ。でも、ここは今の集計

状況ではそうではないと。だから、ここに計画を立てんといかんじゃないかなというのが今

回の質問になります。 

○議長（杉原豊喜君） 

中野企画財政部長 

○中野企画財政部長〔登壇〕 

今御質問いただいたのは、平成 28 年度から策定を予定しております公共施設等総合管理

計画、いわゆるアセットマネジメント計画の取り扱いと、新たに新規大型事業の計画の関係

という形かと思います。この関係については、非常にわかりにくいところもございます。 

ただ、もともとアセットマネジメント計画というのが公共施設等管理計画なんですが、こ

れについては御承知のとおり、現在保有しております施設ですね、箱物と、あと道路とかの

インフラ、そういったものについて各自治体かなりの資産を持っております。これらも老朽

化して、どこでも同様のような形になっていると。 

これを今後どういった形で長寿命化していこうか。それとか、場合によっては、人口減尐

を迎える中でもやっぱり廃止をしながらとか、統合しながらとか、そういった基本的な理念

ですね。公共施設を現在持っている分を取りまとめる計画ということで考えていただければ

と思います。 

いわゆる基本方針になるものということで、その分については現在ある施設、現有資産に

ついての今後の考え方を取りまとめていくという計画でございます。そこの中では基本的な

大きな理念を掲げて、理念的なことを書いていくということでございまして、それを受けな

がら、今度個別の計画は個別の計画でさらにその理念を受け継いで計画を策定していくとい

うことで考えているところでございます。したがいまして、新たに新しく計画をつくるとか、

そういったものについては再度新たな計画をつくっていく。 

そして、現在事業計画がある計画もございます。そうったものについては、現在の計画を

生かしながら、かつアセットマネジメントでの計画の理念をまた引き継ぎながら、計画を再

度進めていくという形であります。 

あくまでもアセットマネジメント計画っていうのは、全体的な理念、公共施設の今後の管

理の仕方、そういったものについてのあり方についての理念を取りまとめる計画だというこ

とで御理解いただければと思います。以上です。 

○議長（杉原豊喜君） 

16 番宮本議員 

○16番（宮本栄八君）〔登壇〕 

大体思うところは一緒かなっちゅうふうに思いますので、続いていきます。 
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続いて、行政サービス向上についてです。以前、コンビニでの証明書発行を言いましたけ

ど、私が近くのコンビニに行ったときにあって、武雄市ができるのかなと思ったらよそのし

かできんかったちゅうことからずっと言っているんですけども、新市長になってから――個

人番号って書いてますけども、マイナンバー制度が来たらっちゅうことで、確かに調べてみ

ると、コンビニでの発行があんまり進まなかったのは、住基カードをつくるのに 500 円かか

るから、証明書を年に何回かしかとらない人は住基カードまでわざわざつくってしないとい

うのもわかってですね、今度マイナンバーが無料でくれば分母がふえるのかなというふうに

思ってるんですけども、この証明書発行について、マイナンバーがはっきりした時点でどう

お考えかお聞きします。 

○議長（杉原豊喜君） 

大宅くらし部理事 

○大宅くらし部理事〔登壇〕 

おはようございます。マイナンバー制度につきましては、ことし 10 月からスタートいた

します。国民一人一人に 12 桁の番号が付与されるということで、来年４月からは個人番号が

交付されるということになっております。 

この個人番号カードを使用したコンビニ等のサービスの導入につきましては、現在検討い

たしておりますところでございまして、武雄市の場合は広域圏で共同処理を行っております

ので、構成団体との調整が必要になるというふうなことでございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

16 番宮本議員 

○16番（宮本栄八君）〔登壇〕 

まあ広域で全部しなくてもいいと思うんですけども、広域圏でしたほうが最初の導入が安

くなるかもしれませんので、まあそれは、まずはそういう広域圏でほかの自治体と話し合っ

ていただきたいと思います。 

続いて、これも総合戦略の関係で、この総合戦略の内容とかそういうのを見てたときに、

ここにある５つの柱の中に、ほどよい田舎、田舎って書いてまちって言って、住みよさラン

キング 100 位アップと書いてあったもんで、ああ具体的だなあということで、この 100 位は

どの 100 位ですかって聞きに行ったら、東洋経済が出している都市データパックの 100 位な

んですよと言うわけですよね。これをこう見ると、去年 300 位で、ことし 400 位、ことしじ

ゃないですね。この新しいデータで 400 位になります。 

100 位は、我々が感じないところで 100 位上ったり下がったりしているんですよね。とい

うことは、あんまりこのデータの内容ちゅうのは、行政がやることばかりじゃないからです

よ、これでしていくっていうのもちょっと判断が難しいかなと思ったわけなんですよ。 

それで私が思ったのが、まあ肌感覚でわかるっていうんですかね、実際のところでわかる



- 145 - 

ものでしたほうがいいんじゃないかなということで、それは私がもうずっと言ってます、上

水道、下水道が全国の下位にあると。もともとが、全国一番高いのが武雄で、次番が夕張だ

ったときからすれば、いろいろ改革して大分上にあげてきていると思うんですけども。 

今、この間の、基本料金というか、減免料金から斜めになって下がったところもあるんで

すけども、今後、統合計画並びに借金の繰上償還とか、安くしてきてるんですけども、今後

についても今すぐ値段を下げろということはちょっと無理だと思いますので、将来に向けて

計画をつくっていって、こういうのを 10 位でも上げたほうがいいんじゃないかなというふう

に思いますので、その計画をつくったほうがいいんじゃないかなちゅう今回は提案です。（発

言する者あり）提案に対する答弁です。 

○議長（杉原豊喜君） 

笠原上下水道部長（「提案に答弁すっとや」と呼ぶ者あり）（発言する者あり） 

○笠原上下水道部長〔登壇〕 

おはようございます。ちょっと答弁困りますけども、水道料金につきましては、議員さん

がおっしゃったとおり、昨年 10 月に料金値下げをしたばかりでございまして、今のところ検

討はしておりません。今後も安全で安心な水の供給を第一に、水道使用料の収入の確保や維

持管理費の削減等に努めてまいりたいと思っています。 

下水道につきましては、料金収入が維持管理費で賄われていない状況にあります。また、

多額の起債償還があることから値下げは考えにくいと思っています。 

ただ、３月議会におきまして、13 番議員さん、吉川副議長ですけども、指摘を受けており

まして、市長が答弁したとおり、基本料金の６立米から 10 立米において使用者に不合理が生

じている件につきましては、条例改正をお願いして、使用料等均衡を図るため一部料金改定

を行う予定です。 

〔16 番「計画」〕 

方策ですけれども、方策につきましては、今後継続可能な汚水処理の運営のために、接続

率の向上による使用料収入の確保や維持管理の経費削減のため、低コスト整備指標の導入、

終末処理場の長寿化等を検討しているところです。以上です。 

○議長（杉原豊喜君） 

宮本議員。質問の語尾、最後。取り組む考えはあられるかとか、先ほども計画はどのよう

にお考えかというような、ぴしゃっとした質問をしてください。 

〔16 番「わかりました」〕 

提言をしておきますとか。なかなか答弁は難しいと思いますので。 

〔16 番「わかりました」〕 

いいですね。 

〔16 番「はい」〕 
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16 番宮本議員 

○16 番（宮本栄八君）〔登壇〕 

一応、断片的に言われたからですよ、対策をですね。それを長期計画に立ててこういうふ

うにしていくと。そういうのをしたから、日本一高いから下がってきたわけですよね、ずっ

と。建てかえもやめたし、統合もしたしですね。だから、一応計画を立ててやっていただき

たいっちゅうことです。 

だから、前から言っているように、実態に応じた金額でいいわけだからですね。市が継ぎ

足してする必要はないですから。まずは経営等の体質改善から。 

次は、ふるさと納税の説明会っちゅうことです。まあ、ネット外市民っていうことですけ

ども、ふるさと納税っていうのは私が前から言うように、税金が入れば交付税が減らされる

んかなと思っとったもんで、もうじーっとしておりました。そしたら、いやこれは寄附金な

んだよと。納税って言うけど寄附金なんだよっちゅうことで、そしたら武雄市ももうかるし、

返礼で業者の人も産業振興になるし、市民にとっても返礼をもらっていいと、もういいばか

りの話なんですよね。だから、もっとこう広げていかんといかんということで、まあネット

の場合には、今はそういうポータルサイトっちゅうですかね、出てきてわかりやすいんです

けども、それを持たない人は多分わからないと思うんですよね。そして、実質 2,000 円にす

るためにはいろいろ計算が要るわけなんですよね。だから、その計算の方法とか、その計算

の方法もその人その人によって尐しずつ違うからですよ、微妙な、こういうのはこうなんで

すよと教えたりもせんといかんと。 

私が思うには、説明会を開いて武雄市の人に武雄市に寄附してもらえばいいかなと思って

るわけですよね。武雄市の人が武雄市に寄附できるっていう、こういうふうになってるから

ですね。ただ、私がしようかなと思ったら、何か自治体に寄附するのは選挙違反っちゅうこ

とで、議員とかそういうのはできないんですけども、普通の人は全部できるわけだから、そ

いでもう武雄市民の人に武雄に全部寄附してもらう。（発言する者あり）そしたら返礼をもら

えるということでいいことばかりですので、もうちょっとネットのない人にも説明する場と

いうかですね、それは文章ではわかりにくいので説明会みたいなこと開いたほうがよくない

かなと思いますけども、それについてお聞きします。（発言する者あり） 

○議長（杉原豊喜君） 

中野企画財政部長（発言する者あり） 

○中野企画財政部長〔登壇〕 

ふるさと納税の件でございます。今議員さんのほうから説明がありました、ネットのほう

でということでございましたが、現在市のホームページでも、今回リニューアルいたしまし

てポータルサイトという形で運営をしております。そこのトップページの右のほうにバナー

を設けまして、ふるさと納税についてのＰＲを行ってるところでございますので、市民の皆



- 147 - 

様方もぜひごらんいただければというふうに思っております。 

そうした上で、ふるさと納税の制度っていうのがそもそもですね、ふるさとから都会に出

た方、そういった方が自分の故郷とか応援したい自治体に対して、寄附によってふるさとの

大切さを再認識するという趣旨ということで、総務省の研究会の報告会でも報告がなされて

るところでございます。 

当然、市民の皆様からふるさと納税をしていただくということはありがたいことだという

ふうに思っております。ただ、市民の皆様方については、納税もしていただいておりますし、

またふるさと納税という形をとらなくても、武雄市が現にふるさとでありますし、当然自分

のふるさとで応援したい自治体ということであられると思いますので、制度の趣旨からいっ

て、積極的に武雄市民の方への寄附の呼びかけという形は今現在行ってはいないし、今後も

行わないということで考えているところでございます。 

一方、市外の方、県外の方、そういった方、武雄市を離れて御活躍されてる方、お住まい

になってる方がいらっしゃいますので、そういった方々については積極的に周知を行ってい

きたいということで考えているところでございます。以上です。 

○議長（杉原豊喜君） 

16 番宮本議員 

○16 番（宮本栄八君）〔登壇〕 

いや、そいけん、市民の方がですよ、武雄市の何って指定して自分の意志を生かすことも

できるわけですよね。普通に納税すればですよ、普通なんですよ。でも、これをふるさと納

税でっちゅうか、寄附金ですれば、武雄市は財政は全然関係ないわけですよね。そいで、こ

っちに新しく入った分で、地元業者から肉とか米とか買って渡せるわけなんですよね。だか

ら、私は意味があると思いますね、というふうに思います。 

まあ、それもいいですけども、市民にとっては武雄市にせんでもメリットはあるというこ

ともありますので、ネット以外の人にも教える努力っていうんですかね、そういうのをして

ほしいなっていうふうに思います。 

次にまいります。次は職員禁煙者への支援ということです。これはどういうことかといい

ますと、普通、職場にみんないるわけですよね。まあ、お客さんが出てきたりすると。それ

でも、たばこを吸う方は下に降りて行き帰り２分、吸って４分、６分かかるわけですよね。

市役所におるうちに10本吸えば 60分おらんっちゅうことになるわけなんですよね。（笑い声）

その分はほかの吸わない職員がカバーしてるっちゅうことなるわけなんですよね。だから、

吸う人は下に行ってリフレッシュして帰ってくると。ほいで、こっちの吸わない人は健康を

大切にしてるけど、何かカバーしているなと。 

そしたら、その喫煙者に文句というよりも、そのかわりリフレッシュして頭がさえて次頑

張りますよということであるならば、吸わない人にもリフレッシュの機会を与えたほうがよ
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くないかなっちゅうふうにちょっと思うわけなんですよね。（笑い声）（発言する者あり）こ

こはもう真剣に思ってるとですよ。 

私がもし市役所職員ならば、これ割に合わん話だなと。たばこを吸ってちょっと休憩に行

こうかなって思ったりする心も出てこんとも限らんわけですよね。（笑い声）私で言えばです

ね。だから、そこに年休を１日ふやしてやるとかですよ、まあ新庁舎になったらたばこ吸わ

ん人のリフレッシュ室もあってですよ、（笑い声）ちょっと行ってお茶でも飲んで帰ってくる

と。そんな格好になって、真面目にやってる人にそれだけの価値観を……（「たばこ吸う人は

不真面目てなあやっか」と呼ぶ者あり）（発言する者あり）まあ、禁煙に努力されてる方にそ

れだけのやっぱ価値観があるっていうことですね。 

まあ、何ですか。（「差別」と呼ぶ者あり）寿命を延ばすとかおっしゃってるところもある

からですね。だから、そういうところにも目を向けたいとか、その価値観をしたいというふ

うにちょっと思いますけども、市としてのお考えをお聞きします。 

○議長（杉原豊喜君） 

ちょっと待ってください。 

先ほどの、吸う人と吸わない人の、真面目にやってるとか、そこら辺の表現は不適切です

ので。（「そうそう」と呼ぶ者あり）（発言する者あり）そこだけの注意を今後十分にして、発

言をお願いしたいと思います。 

〔16 番「わかりました」〕（発言する者あり） 

小松市長（発言する者あり）（「禁煙者じゃなくて、非喫煙者のことよ」と呼ぶ者あり） 

○小松市長〔登壇〕 

おはようございます。まさに議長が今、私が答弁しようと思ってたことを代弁していただ

いたんですけれども、今お話しを聞いてて、宮本議員が例えば喫煙はされてないですよね。

その場合、喫煙してる人は何か得してるというような感じで、まあちょっと幽霊で隠れて休

もうかと。宮本議員が武雄市の職員採用試験を受けたら、私はそういう職員はとりたくない

なというふうに思っております。（笑い声） 

職員、先ほど議長からもありましたけれども、喫煙している、してないというところで、

仕事は真面目である、不真面目であるというのは一切無関係でありまして、実際喫煙をして

いない職員もやっぱり能率は落ちるんですよね。そこは適宜休憩をとるように指導をしてい

るところであります。 

○議長（杉原豊喜君） 

16 番宮本議員 

○16 番（宮本栄八君）〔登壇〕 

まあ休憩をとるようになってるっていうことだったらそれで構わないとですよ。でも、何

かとってるようにも見えんですしね、下に休憩室とかあると思いますけども、そこに行って
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いる人もいないし、私が今回ここに出したのは、次の庁舎になったときにそういうところも

考えてほしいなっちゅうのもあって今回言っております。まあ、以上です。よろしくお願い

します。 

次に、教育のほうに入っていきます。教育、子育てについてです。 

官民一体型の将来像っていうことで以前も聞いております。みんな不安に思っているって

いうんですかね、不安ちゅうか、よくわからないっていうのがですよ、どういうふうに最終

的に持っていくのかちゅうのがわからないわけなんですよ。だから、ぱっと手を挙げてもい

いかな、どうかなと。今の状況を見たらあのぐらいだったらいいんじゃないかなとか、いろ

いろあると思うんですよね。でも、乗り遅れるといかんから挙げとかんといかんのかなとか、

いろいろなってくるわけなんですよね。 

そいで、一体型の将来像ということで、前に三セクと書いとったんですけど、こういうこ

とかなと思ったけど、今度国のほうで、大阪市がしようとする公立民営っていうのもあるら

しいですね、法律が改正されて。だから一体型なら、この三セクじゃなくて、公立民営って

いう形の大阪タイプに将来的になっていくのかなと思ったりですね。これにも書いてありま

すけども、朝自習、放課後から、授業や学校運営までやりますみたいなこと書いてあるわけ

ですね、これにはですね。だから、その辺がわからんなと。理念のことを言っていたんです

けども、教育長からちょっと前回もぴしゃっとした答えがなかったもんで、これについては

今は余り言えんのかなと。 

そしたら、もう今具体的なことをどうしていくかということを考えんといかんかなっちゅ

うふうに思ったわけですよね。理念もはっきりしとらんもんはもう追い詰めてもあれだから、

そしたら現実の将来像というのを、理念での将来像じゃなくて、現実の将来像というのを考

えていこうかなと。 

それで今、現実の――27 年で武内小学校６クラス、東川登６クラスの 12 クラスで、人数

が特別学級の人数もちょっと入れてるんですけども、236 人ということです。今度、これは

予定っていうことで、準備校ちゅうことでここに書くのはどうかっちゅうことになりますけ

ども、こういうのが予定されていると。それにしてもですよ、結局この 600 とこれ足せば、

大体こっち１割ぐらいしかまだしとらんわけですよね。もう何か武雄市で物すごいしてるよ

うに見えるんですけども。 

そこでですよ、結局最初が、私説明を聞いたときには、クラスを６班ぐらいに分けて、各

班にリーダー的な人のインストラクターがおって、そしてあーやった、よくやったちゅうて

から、こうこうっちゅうんですかね。（笑い声）何というか、わーって盛り上げるというよう

な格好でやるような感じで聞いとったわけですよね。そしたら、相当の人数が要るなと。ク

ラスがふえれば、人がたくさんおれば６班、７班に分けていかんといかんから、たくさん要

るよなと。そしたら、結構向こうから、東京のほうから人がどんどん来てもらってせんとい



- 150 - 

かんなとずっと思ってたわけですよ。でも、あんまり途中から言うたら、はっきりもせんと

きにいろいろ言うのもあれだから、ちょっと様子見よったわけですよね。 

そしたら、ふたをあけてみたら、先生が今してるっちゅう話ですもんね。あらっと。向こ

うの花まるの教師ちゅうか塾長みたいな人が来て、そしてそこにインストラクターがついて

じゃなくて、今先生がしているっちゅうわけなんですよね。あららららと。あら、話がまた

変わってきたなと。大体ああっと言うて、（笑い声）言えるもんがおらんとならんわけですよ

ね。こう盛り上げんといかんわけだからですね。そいぎ先生が一人でやったーとか何か言い

よんさっとかなと思ったりしてるんですけども。 

そういうふうになってくるとですよ――そしてまたその班につく人を地域の人から、ごっ

とい地域の人の手伝いが要るて言いんさあわけですよね。そこにもっと地域の人とかも使わ

んぎされんとかなと。そいぎ、そこまで用意でくっかなという地区もあるわけですよね。ご

っとい交代で行きゆっやと。そいばってん、今はそがんごとせんでいい格好になっとるわけ

ですよね。そいけん、そがん地域んもんば雇わんで、今先生がしよんさったら……（発言す

る者あり）先生が全部すればいいんじゃないかなと。 

ただ、いろいろ前段の話は長くなりましたけども、結局のところは、山口さんも言ってお

りましたけども、全校に早く、10 年間の、とりあえずの期限だからですよ、早く広げてほし

いっちゅうのが考えなんですよ。 

だから、今の先生がやるやり方っていうのは、武雄方式になるのかしれんですけども、そ

ういう方式なら全校できるんじゃないかなと思うわけですよ。ただ、そこで思ったのが、何

か花まるのあれを見ると、花まるは大きく幼児用と低学年用と高学年用のカリキュラムがあ

るごたあですもんね。 

だから、私が思うには、先生たちも低学年はやったーとか言う人にみんな乗ってくると。

ほいで、もう高学年がなんばしよろうかっていうごたあ、こう冷静に見るっていう方もおる

ような話ですもんね。 

だから私が、今回いろいろ言いましたけども、提案としては、花まるにある低学年カリキ

ュラム。３年生までですかね、２年生までですかね。まあ３年生までだと思いますけど、そ

れを全部一律にですよ――先生も聞くところによると、プリントとあれだから、そがん一回

覚えれば難しかことはなかて言いんさあわけですよ。ずっと材料が来ればそれをする形やっ

たんですね。 

だから、今回言いたいのは、全体に広げてほしい。そして、特に低学年に効果があるなら、

低学年の方で全体をして、飯を食える人間が武雄市全体にならんと、一部が飯食えてこっち

のほうはそうでもないっちゅうことになったらいかんかなと。だから、結論的にいえば、３

年生の低学年プログラムを全体に広げたらどうでしょうかということが提案です。それに対

するお答えを願います。 
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○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

大変失礼なお話しだなというふうに思います。私はこう思っていたけども、何かそうじゃ

ないみたいだと。市のほうでは官民一体型学校の理念を含めて、追い詰めるとおっしゃいま

したけれども、さんざん説明をしてきておりますし、オープンデーも実際開催しております。 

宮本議員が何回オープンデーに見に行って、実際そこで感じられたのか。先ほどからお話

を聞いていると何々だと聞いているとか、そういったところをもとにどうも御質問をされて

いるようですけれども、御提案をされる前に、やっぱりしっかりとこの一般質問であったり、

制度をちゃんと理解されて、その上で、足を運ばれてから質問をしていただければというふ

うに思います。 

〔16 番「結論は、結論。それはよかけん」〕 

○議長（杉原豊喜君） 

浦郷教育長 

○浦郷教育長〔登壇〕 

幾つか誤解されている部分があるわけですけれども。（笑い声）（発言する者あり）例えば

ですね、全く当初から、指導者全部花まるから来るというような形は一切あっておりません

し、説明もしておりませんし、実際に見ていただいた方もそうは思っておられないだろうと

思います。 

それから、できるだけ短くしたいと思いますが、結論からいけば、今やっております教育

改革のほとんどが一人一人の子どもたちをどうよくしていくかということなんですね。です

から、そのときに、今は学校非常に負担が大きいから地域の方もいろんな形で応援をしてく

ださっていると。これは子どもたちのためにも、先生方のためにも、地域のためにもなると

いうような形で進めているわけで、質問の３年生までで全部という形は、今説明しましたよ

うに地域の方の熱い思いというのをぜひいただきたいと、御支援をいただきたいという形で

一つ。 

それから、花まるのこれまでの積み重ねられた実績の中には、高学年の力を伸ばす方法も

たくさんあるわけでありますので、そこはずっと相談しながら、協議しながら進めていると

いうところであります。 

○議長（杉原豊喜君） 

16 番宮本議員 

○16番（宮本栄八君）〔登壇〕 

（資料提示）でも、これを読んでもらえれば。（発言する者あり）いや、これは市からも

らったとですけども、授業もするって書いてああですよね。授業しよんされんですよね。お
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いが間違うとうごと言いんさあばってんですね、これにちゃんと明記してあるんですよ。そ

れはいいです。（「ようなか」と呼ぶ者あり）まあとりあえず……（発言する者あり）（「ちゃ

んと言わんば」と呼ぶ者あり）今回のあれにはちょっと直接関係ないので。（「見ようもん誤

解するよ」と呼ぶ者あり）（「ちゃんと言わんば」と呼ぶ者あり）（発言する者あり）（「静かに

聞いたら」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉原豊喜君） 

静かに。 

○16番（宮本栄八君）（続） 

いや、ここに書いてあることだから、読んでください。（発言する者あり） 

○議長（杉原豊喜君） 

静かに。静かに。（「なんて書いてあると」と呼ぶ者あり） 

〔16 番「いや、授業もしますと。」〕（発言する者あり） 

個々に答えないように。宮本議員 

○16番（宮本栄八君）（続） 

おいに言わんで自分で読んでください。（発言する者あり）これですね、３年までには、

こいば早う出さんばいかんやった。放課後児童クラブについては、何かもう 28 年度に実施と

書いてあるんですけども、27 年度１月からするっちゅうことですので、まあよかったかなと。

ただ、今度の課題としては、５年生とか６年生では自力帰宅でもいいんじゃないかなっちゅ

うのは、また今後はそういうふうに方向持っていきたいと思います。 

続いて、北方幼稚園の民営化についてです。北方幼稚園は合併時に民営化を明記してあり

ました。それは前の武雄市の、民営化っていうか、民にできることは民でっちゅうことの流

れからそういうふうになっていたと思います。でも、実施がずっと遅延しておりました。ま

あ何かはっきりしないような感じに遅延しておりました。 

それで実施の要求をしてたんですけども、今度遅延と関係ない、子育て三法が決まるまで

って、これはまた３年ぐらい延びたですよね。子育て三法の内容はもうわかってるでしょっ

ちゅうけども、まあはっきり決まるまでとか何かこう言ってから、だんだんだんだんして、

そしたら認定こども園をするのかなと、する気でおるのかなと思ってたわけですよね。それ

で、この法律決まったけど、まだそのままの状態と。それで今度、議員さんのあれで今その

現状が、これは４、５歳のみで園児不足の状態になっとるわけなんですよね。 

だから、以前も言いましたけど、北方幼稚園の近くでよその幼稚園のバスが来ていて、そ

こに乗せ込んでいる奥さんに何でそこに行かせんとですかって、いや兄弟一緒に行かれんで

すもんねという話やって、ちょっと途中言い出したこともあるんですけども。児童クラブ併

設提案も、今の状態ならそれを使ったらいいじゃないですかと言われて、今の状態ではもう

そうなんですよね。 
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でも、もともとはこの状態じゃなくて、ここなんですよね。だから、もう一回もともと言

った、民でできるものは民でやると。ただ、民間圧迫をしないとか、職員の首を切らないと

か昔から言っていた、そこに注意してやればいいだけじゃないかなというふうに思いますけ

ども、この辺についてお聞きします。 

○議長（杉原豊喜君） 

溝上こども教育部長 

○溝上こども教育部長〔登壇〕 

おはようございます。北方幼稚園につきましては、前回６月議会でも猪村議員さんから御

質問をいただいたところでございまして、北方幼稚園の今後のあり方につきましては、やは

り地元の皆様、そして関係者の皆様、さらに議会の皆様方のいろんな御意見、御指導を受け

ながら今後進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

16 番宮本議員 

○16番（宮本栄八君）〔登壇〕 

地元の意見を聞いて対応してください。よろしくお願いします。これは北方幼稚園ですね。 

次は、学校のブラック企業化対策ということで、まあ１カ月もならないですかね、佐賀新

聞のほうに文科省の調査の結果があって、そこの中に――私は文科省が今後改善しますと書

いてあるかなと思ったんですけども――各教育委員会で取り組みを求めたいみたいなことを

書いてあったわけですね。あらっと。大体文科省が変えんといかんじゃなかかなと思うけど、

その文章からは各教育委員会でせんといかんかなと。 

続いて、ちょうどそれを見た市民の方から電話があったわけですよ。いや、あれを見てび

っくりしたと。その人の言葉を借りれば、あがん状態でまともな教育がでくっとやんごたあ

ことば言いんさあわけですよ。そうですねって、まあ残業多かですもんねっていうことで、

その後これは県職員なので県のほうに、そういう市民からの意見も受けたので、給料払う人

事権も持っているんですかね、県教育委員会で対応はどうなっているんですかと電話で尋ね

たわけなんですよ。 

そしたら、向こうが言うには、就業規則とかそういうものについては、各市町の教育委員

会でまずは対策を考えてもらわんといかんちゅうことを言われたわけですよ。そしたら、は

いわかりましたちゅうことで、今回の質問に至っているんですけども、これについて教育委

員会としてどうお考えかお聞きします。 

○議長（杉原豊喜君） 

浦郷教育長 

○浦郷教育長〔登壇〕 

授業時間や準備に費やす時間っていうのはほかの国とも変わらないんですが、一番多くな
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っているのは、一般的な事務とか部活動の指導ということはもうずっと続いているような状

況です。 

当然、対策いろいろとっているわけであります。一番は先生方用の校務支援のソフトで、

できるだけ集まらなくていい会議は集まらなくてするというようなこと、あるいは、多忙化

対策のために定時退勤日を設けたり、部活動の休養日をつくったり、あるいはタイムカード

にしたりして、時間外勤務というのを減らす工夫を重ねているところです。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

一点、私のほうから申し上げておきますと、このスライドを見るとあたかも学校がブラッ

ク企業であるというような印象を与えてしまいかねない、まさに誤解を与えてしまいかねな

いので、ここについては、まあ今教育長からも答弁があって、市としてもそこは先生方に対

していろいろな施策をとっているというふうな答弁をしましたけれども、そのようにやって

先生方がなるべく働きやすい環境に常に改善して努力をしておるというところですので、こ

のブラック企業っていうのはちょっと常識を逸した表現かなというふうに思ってますので、

ぜひこの表現については訂正を求めたいなというふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

ただいま市長から、市長の答弁の中にありましたけども、今事務局ともちょっと話してお

りました。ブラック企業というのが、これが適切な表現かと。マスコミ等でもブラック企業

という表現をしてあったのかと事務局にも今聞いておりましたけど、事務局もわからないと

いうことでございます。（「学校は企業じゃなか」と呼ぶ者あり）ブラック企業の表現を、も

しあれなら訂正を、取り消しをお願いしたいと思います。 

16 番宮本議員 

○16番（宮本栄八君）〔登壇〕 

この題目を出すのも大分考えたんですよ。（発言する者あり）これは何でかというと、き

のうの教育長のグラフにある、ブラック企業というか、ブラック企業化ですよね。そのブラ

ック企業というのはどういうのかというと、悪質企業じゃないんですよ。（発言する者あり） 

結局、ブラック企業と今言われるのは、やりがい作戦なんですよ。やりがいを持たせて長

時間働かせるっていうやり方が、今言われる企業ですかね。ワンオペとか。そういうふうに、

そこも言いたかったこともあるわけですよ。そいけん、きのうのグラフを見たら、過重って

思う人もおるけど、やりがいがあると。ここに過重があってやりがいがある人はいいんじゃ

ないかというようなあれがあったわけですよ。そいが結局、今居酒屋とか何とか、そういう

ところでもやりがいを持たせたやりがい過重っていうのがあるわけなんですよね。 

だから、きのう出たから、ああよかったなと思ったわけですよ。あのグラフにやりがいと
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過重と。そいけんやりがいがあるから、尐し過重であってもそれはやりがいになるのかなと。

（発言する者あり）まあそういうのがあって出したわけですけども、これが不適切と言われ

れば、それについては取り下げたいと思います。（「早う消せ、そいぎにゃ」と呼ぶ者あり）

（発言する者あり） 

ということの意図がわかってよかったかなと私は思っておりますけども。（発言する者あ

り）だから、先生はやりがいとか、やりがい過重っていうことを、まあそれは市役所職員さ

んでもそうかもしれんけど、今までは自分でやりたかったからよかたいって。子どもの勉強、

自分でやりたかけん自分は何校でも、やりよるですよ。（発言する者あり）いや、やりたかと

て、したしゃしようですよ。まあ、そういうやりがい過重っていうことにもちょっとポイン

トを当てたかったんですけど、まあそういうことです。 

次は、ｉＰａｄの幼児への活用です。タブレットの幼児活用は直感操作で役に立つってい

うことを保育園の方々と話すときに言われて、ああそうかなと、ああなるほどね、字を読ん

で、文章を読んで使い方をせんでいいからいいんじゃないかなと。 

ちょっと調べると幼児向けの市販アプリもたくさん出て、無料アプリもたくさんあるっち

ゅうことで、結構やっぱり効果があるっていうのは全国的なことなのかなと思ったわけです

よね。 

そいで、どうせ壊す可能性もあるので、使用済みとか中古でいいのかなっちゅうに思って

て、そいで以前使っていた武内とか山内東の使用済みｉＰａｄ230 台を活用したらどうなの

かなと思ったと。そこの中で、武内小学校のほうから全部撤去してあるみたいですけども、

山内のほうはまだ画面が大きいので何か便利なときもあるっちゅうことで、利用しているっ

ちゅうことで、そうなんですけども、部長会の 33 台は、教育に使ってたのを部長会で使わん

でもいいんじゃないかなっちゅうのはまだ気持ちとしては思っているんですけども、それが

どうでもだめなら、中古購入とか寄附とかを受けて幼児教育に役立てられんかなというふう

に思って、再度質問しております。よろしくお願いします。 

○議長（杉原豊喜君） 

諸岡こども教育部理事 

○諸岡こども教育部理事〔登壇〕 

おはようございます。保育園あるいは幼稚園でございますけども、これらの園につきまし

ては、国が示しております保育所の保育指針、あるいは幼稚園の教育要領、こういうものを

基本としまして、それぞれの園が独自に定めております保育教育方針に基づきまして、子ど

もたちの生活あるいは遊びを通したさまざまな活動が行われているというところでございま

す。 

これらの活動の中で、教材としてタブレットを使えるかどうか、これについてはそれぞれ

の園が判断をされるということになるわけでございますけども、現時点で保育園あるいは幼
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稚園からタブレットを活用したいというお話はお聞きをしておりません。以上でございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

16 番宮本議員 

○16番（宮本栄八君）〔登壇〕 

わかりました。要望がないっていうことですね。 

まあアンケートをとっていただければその辺もわかるかなと思いますので、要望というの

は、いつもニーズ調査をうんとされてるとですよね。子どもに関するニーズ調査してあるん

ですよ。だから、このｉＰａｄとか――まあｉＰａｄじゃないですね。これを使わないとタ

ブレットになるんですけども。タブレットの利用についても、まあここに書いてありますけ

ど、タブレットは現代のサッカーボールと思ったわけですよ。ちっちゃいときから触れよく

と。ブラジル人じゃないですけども、まあサッカーボールなんですよね、私から考えれば。 

それで、武雄から武雄のスティーブ・ジョブズ氏を出して、企業誘致じゃないですけども、

そういうのもしてもらいたいと。そういう教育ナンバーワンのまちですかね、そういうのは

全方位でやっていかんといかんかなっちゅうに思います。以上で私は終わります。 

○議長（杉原豊喜君） 

浦郷教育長 

○浦郷教育長〔登壇〕 

ちょっと整理がつかないぐらいちょっと、あれですが、非常に誤解を与えるんじゃないか

なという気がします。例えば、サッカーボールを使って非常に上手になるというのと、タブ

レットを小さいときから使いこなして将来のスティーブ・ジョブズを武雄からというのは、

何かいいような感じですが、全く違うというふうに思うんですね。 

つまり、山内西小学校でプログラミング教育やっていますけれども、必ず時間を切って、

年齢の発達段階に応じた使い方ということを極度に用心しながら、注意しながらやっている

わけですね。 

ですから、そういう面では、必要な体験を踏まえて、そことのバランスの中で取り入れら

れるだろうというふうに思うんで、非常に今のままだと誤解を与えそうですので、そこは私

から話させていただきました。 

○議長（杉原豊喜君） 

16 番宮本議員 

○16番（宮本栄八君）〔登壇〕 

今のは５分のあれですね。終了のベルかなと思いました。（「終わりますて言うたろ」と呼

ぶ者あり）今の誤解のないように言いますけども、教育長に、私は長時間使わせろというわ

けじゃないとですよ。 

野球の清宮君ですかね、16 歳なんですよね。多分４年生ぐらいから野球始めたわけじゃな
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いと思うとですね。そいけん……（「終わりますて言うたやっか」と呼ぶ者あり）（発言する

者あり）すべてがすべての人にじゃなくて、そういう触れされるチャンスっていうのを創出

できたらなということで申し上げております。以上で私の質問を終わります。 

○議長（杉原豊喜君） 

以上で、16 番宮本議員の質問を終了させていただきます。 

７番池田議員 

○７番（池田大生君） 

質問の途中のですよ、北方幼稚園民営化の部分ですけれども、合併当初、合併協議会の中

で話されて、きょう協定項目等の資料を持ってきていないので見ることができませんので、

その当時に民営化ということが決められていたのかどうかですね。あれを見たら、当初から

民営化というものが決定していたというようなとられ方をされます。 

だから、その辺のことを議長、合併当時のことを精査していただいてよろしいでしょうか。

（「書いてなかよ」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉原豊喜君） 

ただいまの議事進行につきましては、合併協議会等の資料等も拝見させていただき――私

自身も合併協議会に参加しておりましたけれども、時期等は定めてなかったと思います。ゆ

くゆくは民営化ということは言われていたと思いますけども、詳細については調べてから御

報告させていただきます。 

ここで、議事の都合上 10 分程度休憩いたします。 

休   憩    ９時58分 

再   開    10時11分 

○議長（杉原豊喜君） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。一般質問を続けます。 

次に、20 番牟田議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。20 番牟田議員 

○20 番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）議長より登壇の許可をいただきました。テレビ見ている人で知らな

い方もいらっしゃるかもしれないんで、若木町在住の牟田でございます。よろしくお願いい

たします。 

だんだん一雤ごと、そして一日ごとに秋めいてきてですね、会う人会う人、牟田君涼しゅ

うなったねって。目は上を見てるんですね。目と目を合わせて涼しゅうなったねじゃなくて、

なんかこう視線を上にあげて、最近もう涼しゅうなった、特に涼しゅうなったねっていうふ

うな形で言われてるんで、もう過ごしやしゅうなったねと。だから、過ごしやすい武雄市を

目指して質問したいと思います。 

一般質問、開始します。今回は４項目出してます。ＩＴ行政について、周辺部対策、こう
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いう形でさせていただきたいと思います。御答弁のほうは簡潔にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

では、最初のさわりですけども、先日スパゲティつくったんですね。スパゲティつくって、

上に何を乗せようかなと思って目の前にあったサンマの蒲焼き乗せたんですよ。これがです

ね、めっちゃくちゃまずかったんですね。全然おいしくなかったんですよ。やっぱりスパゲ

ティにはスパゲティに合ったのを乗せなきゃいけないですね。 

行政も一緒だと思います。例えば、周辺部には周辺部に合った政策を用いなきゃいけない。

変なのを乗せてもまずいばっかり。私あんまりこうやってつくらないんですけども、めった

につくらないもんがやっぱりしゃちゃいかんですね。めったに言わないもんが言っちゃいか

んですね。 

ではそのまま、１番、大項目ＩＴ行政について入っていきたいと思います。 

これは前回もずっと、ことし、ことし、去年と言ってきました。全市光通信網の実現。こ

れはここに書いてあるように実現いたしました。光通信網を何で実現したかっていうのは、

本当、皆さん方の努力っていうのもあるんですけども、お住もう課とかいろんな方々に実情、

移住の条件を聞くとやっぱり通信網の整備っていうのは必須らしいです。 

じゃあ次は何が来るかというと、Ｗｉ－Ｆｉです。全市Ｗｉ－Ｆｉ。一つの夢みたいなこ

とを言います。光通信網の全市整備も当初は夢みたいな形で言わせていただきました。それ

が実現し、今回はＷｉ－Ｆｉをやっていただきたい。いや、Ｗｉ－Ｆｉに向けてやっていく。

それはもう、さっき言った全市通信網の整備。 

全市光通信というのは、自治体は周辺部でも幾つかもう既にございます。そういう中で、

さらに一歩武雄市は先に進む。そういう意味で、全市Ｗｉ－Ｆｉのほうを何か考えていただ

きたい。これを最初に質問いたします。よろしくお願いします。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

全市Ｗｉ－Ｆｉということで、まず光については、私もきのうちょっとフェイスブックを

見ていますと若木に続いて武内にも光が入ったということで、ようやく我が家にも入りまし

たというような記事を見て、ああ本当に良かったというふうに思っております。 

Ｗｉ－Ｆｉなんですけれども、現在観光施設をまず中心に整備を進めていると。今後は多

分、拠点拠点ごとにちょっとずつふやしていくっていうことになるかと思います。優先順位

が高いところ、公共施設ですとか自治体、避難の詰め所とか、公民館であるとか、そういっ

たところがまず優先して広げていくというふうに考えております。 

そのさらに先なんですけれども、今回全市光入ると、そこから線を引くとＷｉ－Ｆｉもや

りやすいんですよね。一方で、私最近見たのが、京都府警が京都市に対して警告を出したと。
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これはＷｉ－Ｆｉ、パスワードをかけないとかいうことでやると犯罪とか薬物の売買とかに

使われたり、犯罪者が特定できないっていうことでその辺は注意しなさいというところもあ

りましたので、そういったものも見ながら、ここは一気にとはいけませんけれども、徐々に

確実に進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

20 番牟田議員 

○20 番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

武雄市は先進地区ですから、視察もいっぱい来てます。今も来てると思います。そういう

中で、さらに一歩前、半歩前、そういうことでやっていただきたいと思いますし、先ほどの

全市Ｗｉ－Ｆｉ、これ実際やっているところがあるんですよね。一番最初に実行されたのが

アメリカのフィラデルフィアなんですね。その中で、これは 2003 年ぐらいから始められても

うできてます。今現在、全市光をうたわれているのは調べたら２市ですね。１つは川崎市、

１つは浦安市。浦安市はわかりますね、ディズニーランドありますので。この２市がやろう

というふうなことを標榜されてます。 

よければ、先ほど言った拠点拠点をやっていくっていう中で、全市光になったらやりやす

いわけですね。予算も限られているけど、地方創生のいろんな要望とかを出してやっていた

だきたいんですけども、今防災スピーカー立っていますよね。防災スピーカー、各地に。市

内全域に防災スピーカーが何十本か。避難所とか、いろんな観光施設の近くとか、そういう

ところにいろいろ、立っております。だからまず、そういう防災スピーカーの上に立ててい

く。そういうふうな形でやっていただく。 

そして、もう一つは消防団の詰め所。これは何でかっていうと、いざ災害になった――ケ

ーブルワンを引いてる詰め所も引いてない詰め所もあると思いますけども――リアルタイム

で情報を見るにはやっぱりそういうふうな詰め所にもＷｉ－Ｆｉ設備をつける。まずそこら

辺から実行していただきたいっていうふうに思うんですけども、先ほど市長がおっしゃった、

一遍には無理です。だから、まずやりやすいところ、そういうところからやっていただきた

いと思うんですけども、市長はいかが思われますか。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

これ、おっしゃるとおりだと思います。特に詰め所であるとか、避難所になるところ、そ

ういったところですね。安心・安全にかかわる部分を最優先に徐々に広げていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

20 番牟田議員 
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○20 番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

ありがとうございます。やっぱり一歩一歩、力強い答弁を聞いて、進んでると思います。

では次。 

次なんですが、これはＩＴとかインターネットじゃないんですけど、エリアトークです。

市内いろんなところ、区長さん方ももちろん入っていますが多くのところが入っています。

各町にも配付もしくは共用、貸与、そして購入された方も、結構っていうか、若木町は全区

入ってるんですけども、こういう中でこれを利用していろんな政策ができないか。 

例えば一つは、これは福祉ブザーって言います。これ、画像はこんなあれですけども、本

当はちっちゃいやつですね。半径 200 メートルとか 100 メートル設定できるんですけども、

独居老人とかがもし具合悪くなった。これを押すと、半径 100 メートルのところのこれを設

置しているところ、200メートルのさっきのこれを設置しているところにＳＯＳが流れる。 

そしてもう一つ、子どもたち今防犯ブザーって持っていますよね。防犯ブザー。防犯ブザ

ーを持たれていますけども、かわりにこれを持つと――まあ範囲はもっと屋外になると広く

なるんで――これを押すとＳＯＳがこのエリアトークのほうで流れると。防犯ブザーってい

うのもいいと思います。相手を驚かすという意味でですね。 

福祉ブザー、もしくは防犯ブザー、こういうのも例えば子どもたちに将来的に――まあこ

れは防犯ブザーよりもちょっと高いんでですね――将来的にこういうのを持っていただく。

そして、それをまた広げて、独居老人のところにも配付して、具合が悪いとボタンを押せば、

例えば広さを調整して、近くの区長さんの家、区長さんとか民生委員さんとか、だれかいる

ところには通報がこれから行くと。 

本当はスマホでできればいいですよね。スマホとか別の方式がいいんですけども、やっぱ

りワンプッシュですよね、特に高齢者の方々とか、そういうことをして、地域を。 

というのは、例えばうち若木なんですけども、やっぱり民家から民家まで 100 メートルか

200 メートル。それから山間地行くところもあるんですけども、防犯ブザーで相手を驚かす

だけじゃあ、なかなか防犯効果というか、ビーって鳴っても何も聞こえんばいと。周りは聞

かんばいじゃなくて、これを押すと、もちろん音もスピーカーがついているのであれなんで

すけども、そういうふうな方式では、直接インターネットテクノロジーではありませんけど

も、こういうふうな機器を使って、例えば福祉、そして防犯、こういうのに利用を供すこと

は考えられないのか。これをお伺いしたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

北川総務部長 

○北川総務部長〔登壇〕 

エリアトークについては、議員さん御承知のように若木町、武内町、西川登町がまちづく

り交付金を利用して平成 21 年から 24 年までかけて設置をされておりまして、特にこの３町
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については全戸設置をされております。 

御案内のとおり、このエリアトークについては福祉無線ご近所 110 番というシステムがご

ざいます。これについては、今おっしゃられたとおりに、これを押すことでエリアトークを

設置してあるところに、高齢者等の緊急時あるいは訪問販売でのトラブルとかの防止に役立

てることができるということで、性能的に平均で 100 から 200 ぐらいしか飛ばないというの

がございます。ですから、住宅が密集しているところについては有効だというふうに考えま

すが、散在しているといいますか、散らばっているところについてはちょっと厳しいかなと

いうふうに考えているところです。 

○議長（杉原豊喜君） 

20 番牟田議員 

○20番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

今、有効かなっていうこともあったんですけども、まあ 100 メートルから 200 メートル。

さっきここで言いました、屋内仕様と屋外仕様じゃまたちょっと違うんですね。200 メート

ルと言ったら半径 200 メートルですから、点在する家――ないところもあるかもしれません

けども――ある程度はカバーしてる。もちろん前提として、このエリアトークが設置されて

いるところというのがあるんで、そういうところは有効だと思いますので、ぜひ検討の一部

に入れていただければと思います。 

特に福祉の、独居老人ですね。独居老人の方とかは、高齢者の方に限らず独居の方という

のはやっぱりなかなか大変で、いざ何かしようにも電話ができないとか、そこまで行けない。

これは首にちっちゃいから下げられますし、どっかに出たときもできると。そういう意味で

も、ぜひ御一考いただければと思います。 

ＩＴ行政のところの――ちょっと戻りますけども――Ｗｉ－Ｆｉなんですけども、やっぱ

り観光地ですから、いろいろ来られるんですね。 

さっき、一番当初ケーブルテレビでやっていく光通信をされてるんですけども、例えばケ

ーブルテレビとプロバイダーと組んで、これも半々持つからあなたのところもやってよと。

お金、全部市が持つわけじゃなくてあなたのところも出してください。そのかわり、市長が

さっき言ったフリーＷｉ－Ｆｉじゃなくて、そのアプリをダウンロードしないとそのＷｉ－

Ｆｉが使えませんと。ダウンロードしたら、後はフリー。ダウンロードしたら結構身元もき

ちんとできますし、観光客の方もこれを１回 100 円でダウンロードしたら、そしたら全部Ｗ

ｉ－Ｆｉ使えますよと。そういうふうなやり方もあると思います。 

全市光をつくったところ――本当はＮＴＴさんも候補の１つだったんで同様のシステム

があるんですけども、やっぱりそういうふうに市が全部出すっていうのじゃなくて、そうい

うところと共用しながらやっていっていただければと思います。 

では、ＩＴ行政の次のところ。ワンストップ行政。 
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これはきのうかおととい、ワンストップ行政っていう部分で質問が出て答えられました。

だれのときやったですかね、質問で。今度、起業家支援でワンストップしますよということ

で言われているんですけども、以前からＩＴ委員会、そしてこの議会でも質問してましたけ

ども、例えば本当のワンストップ行政をやっていただきたい。 

窓口にこうやって武雄市に転校してきました、子ども２人、何歳と何歳。こうやって家も

リフォームします。こういうふうな方が窓口に来られたら、例えば免許証を出してそれをス

キャンして、めんどくさいのは書類に住所と名前ばごっとい書かんといかんとですね。20 書

類があればどんどん、全部書類、もちろん実質署名っていうのもあるんですけども、書類を

書かんといけん。スキャンして、もうその書類には名前まで出て、印鑑を押せばいい。福祉

のほうも、２人とも小学生と中学生ですねって。地区がこれだったらこの書類が必要ですよ

と。家をするなら、リフォームされるならこの書類が必要ですよと。全部こういうスキャン

して、住所とあれが出たやつを一式窓口でそろえてこれをお願いしますと言えるようなのが

本当のワンストップ行政と思うんですよ。 

これはいろんなパターンがあるんで、それをずっと加えていってたら最終的には完璧なの

ができると思うんですけども、システム的にはどっかの自治体が、これは外国なんですけど

やられてるんですね、もう。だから、技術的にはできると思います。 

ワンストップ行政、さっき言われました起業家のところは、ここで終始する。それもいい

かもしれませんけども、武雄市は、先ほど宮本議員が言われましたスティーブ・ジョブズを

生ませましょうと。そういうところを目指す。目指すんなら、やっぱり新市役所、新システ

ムにはこういうふうに本当の意味のワンストップ。印鑑取りに来た人も、これでぱっとやれ

ば、まあ実質署名が要るかもしんないですけども、全部住所とか入ったのが一式出てくる、

これとこれとこれって言ったら。そういうふうなシステムを新市役所、もしくはこれから構

築、検討できないものかお伺いします。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

今のお話を聞いててちょっと思い出したのが、私出張のときにホテルをネットでとるんで

すよね。そこで住所、氏名、生年月日も入れるということですけど、実際ホテルに行くとま

た書かなきゃなんないんですよね。これ何とかならんかなと。まあそうじゃないホテルもあ

りますけれども、まあそういった一つのことについても私なりに若干のストレスを感じてい

たところであります。なんとなくそれと話は通ずるところはあるかなと。 

今回子ども総合窓口をつくりましたし、今後、庁舎の検討の中でワンストップの窓口の実

現というような話があって、これは特別委員会でもぜひ御議論を今後いただいて、御指導と

かいただきたいんですけれども、この件についてはおっしゃるとおり一つの窓口にいくと複
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数プリントアウトされて、あとは押印もしくは署名をするというところは、私はこれは市民

サービスの向上につながると思います。 

ぜひ、ここは庁舎特別委員会、あとはＩＴ特別委員会からの御指導も仰ぎながらぜひチャ

レンジをしていきたいというふうに考えておりますので、ぜひアドバイス等をよろしくお願

いします。 

○議長（杉原豊喜君） 

20 番牟田議員 

○20番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

コンビニ行って発行というのもいいと思いますよ。並行してやっぱりこういうのも、武雄

市役所来たら１つの窓口でいいというふうな形でとめていただいて、全部出てくる。一つの

方策として検討いただければと思います。 

では続きまして、周辺部対策に移りたいと思います。これは松尾議員さんがこの前紹介し

ていたゆいまーるさんのカレーですね。やっぱり周辺部でこうやって頑張られてます。周辺

部対策。 

これも先日松尾議員さんの質問のとき出てきた、菅牟田の川まつりの中で出てきた器です

ね。そば。この手はひょっとすると市長かもしれません。やっぱり菅牟田区というのも今光

通信が入ったわけですね。周辺部は、やっぱりこういったハイテクとローテクが混在しなが

ら、それをうまく調整しながらやっていかなきゃいけないんじゃないかと思っとります。ハ

イテクも入ればローテクも入る。Ｗｉ－Ｆｉも入ればそういうふうなエリアトーク。いろん

なことでより住みやすい部分でやっていければと思っております。 

そういう中で最初の質問ですけども、先日６月議会にこれを質問しました。周辺部住宅政

策どうなっているんだと。若木町は太陽光村どうなってるか。ずっと、とげが刺さったよう

にひっかかって、何とかしてほしいと。これはもうずっと、多分私が記憶してる限り私の質

問の２回に１回は住宅政策というのを、周辺部人口対策、住宅政策等を入れています。前回

の６月議会のときも言いました。 

その後、これは市役所のポータルサイトから引っ張ってきたんです。お住もう部屋。移住

政策に関して物すごく頑張っていただいております。ずっと見させていただいているんです

けど、物すごい見やすいですね。それと楽しい、見ていて。本当に職員さんの知恵とか、武

雄市役所のやわらかさ、温かさが本当伝わる、移住してこようかなという方に伝わるサイト

だと思います。よく見てます。中もっとくぐったらおもしろいです。 

そういう中で６月議会、先ほど言いました、答弁で周辺部住宅政策、中野部長に３回聞き

ました。市長にも２回聞きました。合計５回聞いて、その中でやっと前向きにやりますとい

うことで答弁いただきました。 

声を本当に酌み上げて、やっぱり周辺部はそういうことを望んでて、声を挙げてて、やっ
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と声が通じてこの前６月議会ああいう答弁していただいたのを本当、周辺部――周辺部とい

うのは私も含めて、私が住んでいる若木町、武内町、東西川登、周辺部本当に喜んでいると

思います。期待していると思います。 

住宅政策、基本的に先ほど部長が答えられましたけども、そういう中で具体的にどのよう

な部分を考えているのか。どういう部分がその周辺部の住宅政策、対策なのか。本当にこれ

は６月議会質問後いろんな方から言われて、よかったねと、市長さんそして部長さん、市役

所、こうやって本気で取り組んでくれるみたいだねと大分言われました。ぜひその辺で具体

的な案を示していただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

この住宅政策については、先ほど宮本議員からもありまして、再度のお尋ねということで

すので、私のほうから私としての基本的な考え方を述べさせていただきたいというふうに思

っています。 

まず、私はやはり中心部であろうと周辺部であろうとそこに住んでいる人が住み続けられ

ると、子どもの声がいつまでも響き渡るようなそういった町というのを目指したいと考えて

おります。一方で、人口減尐がある。特に周辺部は人口減尐率も大きいという中で、やはり

戻ってきたい人、あるいはこちらに移住したい人、そういう方に対してどのような政策を打

っていくかというときに、一つ大事なのは住まいだというふうに考えております。 

先日、今と未来を語る会をしたときも、若木町初め、周辺部の方々、皆さんからはぜひそ

ういう住宅を望む声が多かった、生の声として多かったというのも事実であります。そのあ

たりを踏まえまして、私としてはここは定住に向けた住宅整備の事業を進めていきたいとい

うふうに考えております。 

今、想定しておりますのは、一つはまずどこでやるのか。これについては、公営住宅のな

い橘、若木、武内、あとは東川登、西川登、この５町を想定しております。実際に具体的な

入居者のイメージとしては、Ｕターンとして、特に次男、三男ですとか、戻ってきたい方、

あとは移住してきたい方、そういった方を教育移住も含めて想定をしているところでありま

す。 

土地については市が取得をすると。建物については民間で建てるということを一つ想定し

ておりまして、ぜひとも土地選定等については地元の方にも協力をお願いしたいと考えてい

るところであります。時期については、ここは教育移住も含め引き合いがあれば、それにつ

いては年度内にも整備をしたいというふうに考えております。 

いずれにしましても、ここはぜひ地域の皆さん、周辺部の地域の皆さんと一緒になって取

り組んで、その町を盛り上げていきたいというふうに思っておりますので、現在まだ制度設
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計中ではありますが、制度設計が終わりましたら地元の皆さん方にも御説明をしたいという

ふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

20 番牟田議員 

○20番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

先ほどからここ壇上で、武雄市は一歩前に、半歩前にという言葉を使ってました。今市長

が言われたことは、周辺部にとっては大きな一歩だと思います。そういう中でそういう制度

設計をされている。今言われたのは、公営住宅がない町を同時スタートで、各地の協議会か、

そういうところに任せて土地を提供していただき、上は端的に言うとディベロッパーでやっ

ていただくというような方式で、繰り返しになりますけども、周辺部にとっては大きな一歩

だと思います。ぜひその制度設計を実現して――何て言うんですか、本当は嬉しくてですね、

６月から本当にこうやって真摯に取り組んでいただくことに感謝しますとともに、ぜひ実現

していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

では、次の質問です。次の質問はみんなのバス。みんなのバスっていいますか、交通体系

についてお伺いしたいと思います。みんなのバス。うちの町、地元の町に限ったことなんで

すけども、なかなか利用者が尐ない。利用者が尐ないっていうのは、町内を回っているとい

うふうな形だから。そして、もう一つの弱点は、これは――ああ、ごめんなさい。なかなか

利用者が尐ない。町内を回っているから。そしてもう一つ、路線バスが走ってます。路線バ

スが走ってますけども、本数が尐ない。例えばあともう一つ、料金高い。私の家から武雄ま

で路線バス、昭和バスさんなんですけれども、それに乗ったら 900 円ですかね、片道。バス

で武雄まで出るのに。往復 1,800 円かかるんですね。いい値段だと思う。なかなかそれでは

乗らない。本数も尐ない。 

そういう中で、もう本当にみんなのバスっていうのはありがたいんですけども、交通体系

自体を考え直さなきゃいけないじゃないかと思います。抜本的に考えていただきたい。もち

ろん地元も考えたいと思いますけども、これも一つこの前資料をいただきました。路線バス

はもちろんさっき言ったように、乗る人尐ないから赤字路線バスになりますから、自治体、

国、県から補助が出ます。あ、国は出ないのかな。県から補助が出ます。そういう中で、そ

れの年間の武雄市の負担分が 408 万円。路線バスに対してですね。昭和バスさんに対して 408

万円毎年払っております。みんなのバスの経費が 355 万円ですから、合わせたら 763 万円、

地域交通の経費として払われてるわけですね。 

これは伊万里市もまた別に払われてるんですよ。県も払われる。ここの部分でいうと、伊

万里市、県、武雄市を合わせれば 900 万か 1,000 万ぐらいはその路線に払ってます。そうい

う中の武雄市の 408 万円ってことですね。763 万あったら別の路線が考えられるんじゃない

かと、新抜本的なやつで。 



- 166 - 

以前質問しましたスクールバス。スクールバスの中で、これも１回提言したんですけども、

以前はスクールバスを文科省の補助で買ったら 550 万交付税措置があるんですね、バスを買

うのに。スクールバスでしか使っちゃいけませんよというふうな縛りがありました。ところ

が、2012 年、2013 年実行ですけども、2013 年から有償で混乗しても基礎数値に含める。大

丈夫ですよ、使えますよと。さっきの武雄市が使ってた 700 万とこれが来たら、新しい路線

が使えるんじゃないか。新しい交通体系を考えられるんじゃないか。 

周辺部対策で出してますんで、周辺部のデメリットをずっと取り払ってもらってます、今。

周辺部のデメリット、例えば光通信もなかった。住宅政策も今度やってもらう。デメリット

をどんどん取り外していただく。 

ただ、まだ残ってるのがこの交通政策と――それとですね、ここでもう私何度も言いまし

た。小学校・中学校は今子どもたち歩いて帰ったり、自転車で帰ったりしてるんです。高校

は、周辺部はほとんど送り迎えなんですね。だから、これを使って新体系を組み込めば、一

つは朝は駅までも行きますよと。通勤者、高校生のために駅まで。まあ駅っていうのは、例

えば高橋駅でもよろしいですし、あと伊万里に行ってる方のために桃川駅。そして、伊万里

はいまりんバスっていう巡回バスがありますから、そこで接続すればいい。 

そういうふうにして抜本的にもう変えていかなきゃ、いつまでも両方をひいきして、昭和

バスさんもがらがらで、補助金で走ってる。みんなのバスもがらがらで、なかなか乗る人が

いない。それは町まで出ないから。だから新交通体系をつくっていく、もうそろそろそうい

う時期に来てるんじゃないかと。 

私も、市が主催する交通なんちゃらかんちゃらというところの委員で入ってるんですが、

あれ年１回しかないんで、なかなかそういうこと言う機会なくて、前回ちょっと言いました

けども。やっぱりそういうふうにして抜本的に考えていく時期に来てるんじゃないかと思い

ます。 

スクールバス。763 万円あれば、年間これだけあれば維持できて新しいところができるん

じゃないか、ひょっとするとこれより安くなるかもしんない。今、小学校の通学にはみんな

のバス使われておりません。ところが今アンケートを取ったら、ほとんどの保護者がもう使

わせていただきたいと。例えば５年前、10 年前と比べたら、３人通ってたのが今１人になっ

てた。５人で行ってたのが今２人になった。特に中山間地の方々、そして端っこの方々、子

どもさんたち。だから、そういうのも総ぐるみでこういうことが考えられないのか。ぜひ御

検討をお願いしたいと思いますし、どのように考えられるかお伺いしたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

中野企画財政部長 

○中野企画財政部長〔登壇〕 

バス路線のあり方についてということで、議員さんおっしゃったようにまさにそういった



- 167 - 

状況で、さまざまな課題があるというのは理解をしておるところでございます。 

一つ、現在路線バスが走っております伊万里武雄線ですね。そこには現在利用者の方もい

らっしゃいますので、今後そのあり方も含めて地元のほうと十分協議をしながら、交通体系

について、あり方について方向性を探っていきたいというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（杉原豊喜君） 

20 番牟田議員 

○20 番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

もうそろそろ考え直す時期じゃないかと。業者の方も確かにいらっしゃいますけども、例

えば何人乗られてますかって、それもわからないぐらい乗られてないということを聞いてま

すんで、今後そういうのも含めてそういう機会をつくっていただければ幸いです。 

では、次に行きます。道路行政。ぽんぽんぽんと行きますので。 

これは若木の工業団地です。豊田合成さん、トリシマポンプさん。ここの出口のところを

平成 23 年に質問しました。ここの出口のところが、こっち伸ばすと 498号線。498 号線が今

こちらのほうから新しい新路線ができてます。交通量がふえるでしょう。ここもふえると思

います。 

そういう中で、ここの出口っていうのが工業団地、大型バス、それでいろんな方々、通勤

者、地元の方が行きますけども、これがこういう形。これはもう平成 23 年に使ったやつです

よ。初めて私が質問したとき。ずっとこうやって来てて、ここがカーブ、さっきのところで

すね。ここもカーブ。ここ弓なりになってるから見えないんですね、来てるのが。ここから

こうなってるから、見えないんですね。 

だから、ここのところに信号機もしくは歩道お願いしてたんですけども、平成 22 年か 23

年に質問して、なかなかいい返事もらえなかったので、平成 25 年にもう一回質問したんです

よ。これは市の所管じゃなくって県の公安委員会ですから、市のほうから強くお願いします

と。市のほうもきちんと要望しますと。その年ごとにきちんと報告いたしますというけど、

全くないんですね。（笑い声）だから、ぜひ。そのとき答弁はそうだったんですよ。ぜひ再度

強く言っていただきたいし、もう一度きちんとどうなってるかの報告ぐらいやっていただき

たい。 

道路の２点目。これは多久若木線です。県道多久若木線。女山トンネルがもうすぐ、開通

じゃなくて穴がほげるんですかね。ほげるって標準語かな。開通じゃないんですよね。穴が

つながるんですね。やっぱりここの交通もふえてきます。498 号線と合わせてここの交通も

ふえてきます。 

そういう中で、女山峠からして、ここのところがここで終わってるんですよ。ずっと、も

う 10 年、15 年、終わってるんですよ、ここで。多久側はきれいして、うちは 15 年も待っと
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うとけ、ここ、もう、すぐできたですもんね。だから、こういうふうなことを、県ですから、

市がするんじゃないですけども、県に強く言っていただきたい。これをお願いしたいと思い

ます。 

もう一つ。道路のところぽんぽんと行きますから、まとめて答えていただければ。これが、

餅ケ峠って言ってもなかなか皆さんにはわからない。これも平成 21 年に私質問したんですね。

ここのところ、子どもたちが、低いからっていうことで質問して、２回質問しました、私。

そのときの答弁は、平成 24 年ぐらいに計画して、平成 25 年ぐらいにはここのところに 498

号線もできるし、低くしますよという答弁を受けて、その後音沙汰なしだったんでまた再度

質問したら、平成 27 年にはやりますということで答弁を受けてて、ことし平成 27 年なんで

すね。 

これがどうなったか。こういうふうな形で、ここ子どもの通学路。この下を通ってるんで

すね、子どもたち。ここ上から車来ると危ないですし、ここ事故よくあってます。事故多い

ところです。これは反対側から見たところですね。これも平成 27 年にはやるって言われて、

そのままことし平成 27 年。だから、私３回目の質問になるんですね。だから、これはどうな

っているのか。 

それともう一つ、松尾議員さんがいつも力を入れてやっていただいているところなんです

けれども、古場山線ですよね。古場山線。松尾議員さんいつも、地元ですから御尽力されて

ると思うんですけど、こういうところの整備っていうのはなかなか、市道なんですけども、

単体でつけると距離も長いですしできない。こういうのをぜひ、いろんな補助制度を使って

やっていただきたい。 

例えば一つは、昔消防法であったのが、山林がここに何ヘクタール以上あると消防車をき

ちんと通さなきゃいけない。消防車を通すためにきちんと道は整備しなきゃいけない。そう

いう法律があって、それの費用は国から交付税措置ができるよと。そういうふうな制度を使

ってきちっとやっていただければと思います。 

これも私も以前から言ってて、当時まだ部長制じゃない課長制だった頃、若木町出身の建

設課長さんがいらっしゃって、そんときに尐しずつ離合場所をつけていっていただいたり、

何か地元だからわかってらっしゃるみたいですね。やっぱりそういうつけ焼き刃じゃなくっ

て、そういうふうに制度を利用してやっていただければと思います。 

以上、４点お伺いしますけども、よろしくお願いします。 

○議長（杉原豊喜君） 

北川総務部長 

○北川総務部長〔登壇〕 

第１点目の信号機の件でございます。 

武雄工業団地の南側入口の三叉路の信号機ということで、武雄工業団地、一昨年に完売を
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してほぼ分譲終わりまして、交通量もある一定、安定をしてきているところでございます。 

議員さんおっしゃるとおりにもう何年来ということでこの信号機の設置については地元

から御要望をいただき、これを警察のほうに上申をし、県の公安委員会の判断を待ってると

ころですが、いかんせん現状ついていないという状況でございます。 

そういうことがありましたので、再度武雄警察署のほうに現在の見解はどうなんだと、い

つつくんだということを含めまして確認をいたしましたところ、警察の見解としましては、

要望当時からピーク時以外の従道路側、これは団地の中の市道若木工業団地１号線と言いま

すけども、この交通量の絶対量が尐ないと。現在に至るまで、交通環境の変化に伴い道路管

理者の安全対策によって十分安全は確保されていると。交通事故の発生も極めて尐ないこと

から、現在のところ設置は考えていないということであります。 

ただ、国道 498 号バイパス道路改良が今あっております。なお、また供用開始後の交通量

調査等を行った後に再検討はしたいという見解でございました。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

県道多久若木線でございますけども、女山トンネルが平成 29 年完成予定ということでご

ざいます。併せて、国道 498 号も平成 29 年供用開始というふうなことでございまして、御質

問の県道多久若木線、これはかなりの交通量が増加するというふうに考えられます。 

御質問の附防地区の県道についてでございますが、県のほうに問い合わせたところ、今回

の改良計画の中には挙げていないというようなことでございます。早急に整備ができるよう

土木事務所のほうに要望していきたいというふうに思ってます。 

続きまして、市道川古武内線餅ケ峠への整備でございますけども、ここは北中の通学路と

いうことで、生徒の安全性の確保ということで、歩道の切り下げ整備を行ってきたというと

ころでございます。議員がおっしゃるとおり何回でも要望してきたという中で、車道の切り

下げということでフラットに近い整備をするというふうなことで進めておりますけれども、

以前のままということでございます。法面を切り下げるということであれば、工作物の設置、

また法面の補強等もあります。ここの検討等も含めて、やる必要があるということでござい

ます。工事費も高額になるということでございまして、何とか補助対象事業として取り組め

るよう努めていきたいというふうに思ってます。 

それと周辺部の道路整備でございますけども、古場山線を例に挙げていただきましたが、

地域コミュニティの維持継続、また国土保全ということで大変重要であると思っております。

国の道路整備の補助事業というのは、どうしても規模が大きな道路整備ということになりま

して、どうしても集落内の道路整備というのはなかなか進まないということでございます。

集落地域の活性化等も進めるためには、国交省だけでなく農水省、総務省のメニュー等も活
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用していきたいというふうに考えておりまして、地域の実情にあったメニューを探して道路

整備に努めたいと思っております。 

道路整備につきましては、安全・安心の確保の上から、見通しの悪い道路、また緊急性の

高い道路を優先して整備を行っているところでございます。そのときは情報の提供等よろし

くお願いいたします。（「周辺部も税金納めようばん」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉原豊喜君） 

20 番牟田議員 

○20番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

聞いてて、なるほど納得っちゅうところもあるんですけど、なしてっちゅうところもある

わけですね。 

今言ったところ、問い合わせましたと言われましたよね。問い合わせじゃなくて強く要望

しましたってしてほしいんですよ。川古山中の出口どうしてますか、問い合わせましたって。

問い合わせましたって、前からこう言ってるから、もう強く要望、要望、要望でやってほし

い。ずっと問い合わせじゃなくって、問い合わせだったらそういう返事しか来ないですよ。

ずっと強く要望してて、やっぱりそういうのをぜひやっていただければ。先ほど御所のとこ

ろも、問い合わせましたじゃなくてやっぱり要望しました、次回から要望しましたに変えて

いただきたいと思います。 

それと餅ケ峠は補強とかそういうのがあるので、予算的な部分でも――そがんとも、平成

23 年からわかっとうことなんですね。ただ、こっちのほうは至急検討に入りたいと思います

っちゅう言葉はありましたので、前向きな姿勢、ですから前向きな姿勢で取り組んでいただ

きたいと思います。 

では、次の質問に移りたいと思います。周辺部はこうやっていろんな問題を抱えてるんで

すけど、やっぱり継続的な支援体制をやっていただきたいと思います。 

フィンランドでネウボラっていうのがあるんですね。これは総合的な育児支援なんですけ

ども、本当にここで生まれてよかったっていうふうな支援の部分なんですね。それを周辺部

分に当てはめて、ここで生まれてよかったというふうな支援体制をとっていただきたいと思

います。このネウボラっていうのは、長くなるんで調べてください。（笑い声）いい制度です。

やっぱりそういうことで育児制度にしても、周辺部対策にしても、こういう姿勢でやってい

ただきたい。ちょっと御紹介です。 

では続きまして、３番教育について。 

教育についての１番は２学期制。これもずっと言っているんですよ。続々と撤退している

中で、何で武雄市はずっと２学期制のまんまなのか。今、佐賀県内で２学期制をやっている

のは全部で 29 校。29 校のうち武雄市は 17 校、嬉野は 11 校、ほか１校。県内のほとんどが

もう３学期制に戻ってるんですね。そういう中で、これでいいのか。ほとんど撤退している。 
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前回教育長さんの答弁で、検討します、そしてアンケートもとりますと。私は以前、育友

会の会長もしてましたし、この間まで中学校の会長も。１回もその検討はないんですね。何

かアンケートがちらっとあったようですけども、これは入れてないんですね、今武雄だけで

すよって。育友会の方でも知らない人多いんですね。佐賀県結構やってると思っている。だ

から、こういう実情を踏まえてきちんとアンケートをとったのか、検討をやったのか。以上、

お伺いしたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

浦郷教育長 

○浦郷教育長〔登壇〕 

前回から御質問をずっといただいております。承知しております。 

前回のときも申しましたけれども、今ちょうどタブレットを今度中学校に、昨年小学校に

入れて。それからスマイル学習、それから花まる連携等々ですね、非常に学校の状況として、

先生方が年間の計画を組み替えたりする状況というのが非常に厳しいというところで、校長

先生方と協議して、そのアンケートにとっては申しわけないですけどとっておりません。そ

こはもう約束を破ったと言われるかもわかりません。 

もう一つだけ加えさせてもらいますと、確かに県内こうなんですが、実は私７月初め頃中

学校をよく回らせてもらうんです。これは一番その辺が中体連の練習を一生懸命やるときで

ですね。今聞いてて、校長先生方とかと話しつつ、あそこが通知表の時期であると非常にこ

れだけの練習はまずはできないだろうと。それだけではないかと思いますが、今年度５校と

も地区中体連勝ち抜いて県大会に行くというような形もありまして、校長先生方と話す中で

はかなり半々の意見という状況もございます。そういうことで、やっていないのは事実であ

ります。そういう状況を御理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

20 番牟田議員 

○20 番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

アンケートもやっていない、検討もやっていないということですね。だから、ぜひお願い

します。 

それともう一つ、先ほど言われました通知表の時期に中体連があたるんで、先生のための

２学期制じゃないんですね。子どもたちのための２学期制っていうことで始まったんでしょ。

授業数の確保。繰り返し言いますけども、２学期制になって急激に出張がふえた。意味がな

い。先生のための２学期制か、そう言われないように。先ほど教育長さんの答弁も先生のた

めじゃないんです。 

ほかのところは全部やってるんですね。今 29 校という数字言いましたけれども、佐賀県

内には 284 校あるんですよ、公立の小・中学校が。284 校の内の 29 校なんですね、今。武雄
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と嬉野だけなんです。嬉野はもう既にアンケート終わって検討も始めている。武雄がちょっ

とおくれてます。教育長さんよろしくお願いしますし、教育委員会の皆さん、10 人、今度ふ

えたんですよね。そういう中で、ぜひやっていただきたいと思います。 

では続きまして、ことしは教科書の選定時期にあたります。選定年度ですよね。そういう

中で、学習指導要綱には我が国の歴史に対する愛情を深めとか、いろいろ今度新しい要綱が

ふえました。政府の見解をきちんとすることとか。そういう中で、どういうふうに今回は選

定がされるのか、もうあったのか。教育っていうのは、人間形成のすべてがそこの小・中学

校にかかっております。その教科書にもかかっております。 

その選定方法っていうのは、地区協議会が考える。調査員にお任せする。調査員にお任せ

して、地区協議会に報告して、それを決定する。ほとんどここじゃなくてここにかかってい

るわけですね。以前から言っていますように、調査員はどういう基準で、どういうふうな選

択で、どういうふうな人たちがなっているっていうのは全く非公開になってる。そういう中

で、どうしてこの教科書になってるっていうのが全くわからない。これは調べました。法律

で非公開にしなさいっていうのは１行も書いていないんですね。だから、どういう人たちが

選ばれて、どういうふうな理由でこの教科書が選ばれましたと。この議会と一緒です。どう

いうふうな理由で賛成して、どういうふうな理由ですると、きちっと我々は賛否、しており

ます。そういう中で、ここだけ秘密っていうのは私はなんとなく納得がいかない。 

ぜひ今度の教科書選定においては、適切な方式と公開っていうのを求めたいと思います。

いかがでしょうか。 

○議長（杉原豊喜君） 

浦郷教育長 

○浦郷教育長〔登壇〕 

（モニター使用）教科書図書――教科書のことを教科用図書と言っておりますが、採択に

ついては、大体このような流れになっております。武雄市だけではなくて、一番左になりま

すが武雄市、伊万里市、有田町、白石町、大町町、江北町、２市４町。 

〔20 番「あの、地域言わんでもわかる。要点だけに」〕 

はい。採択協議会をつくりまして、先ほど言われました研究委員会、ここに各学校の各教

科の専門の先生方が各教科５、６名入っていただいて、そして県教委からの資料とか各学校

からの意見も加えまして、調査してもらって、選定委員会で…… 

〔20 番「あの、システムを聞いてるわけじゃないんですよ」〕 

その中で、最終的に９月１日に公開をするようにいたしております。最終的には市教委で

採択するということでございます。公表につきましては、もちろん先ほどの２市４町での採

択協議会でこういう基準を設けているわけでございます。 

今議員お尋ねのところは、７番の研究委員会委員の指名、それからその上の上、５番、選
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定委員会の委員の指名と… 

〔20 番「３、５、７。３、５、７ですね」〕 

そうですね。３、５、７。ここの非公表の部分ということです。これは全国で十数パーセ

ントは公表されているかと思います。これはどうしても各教科の先生となると絞り込まれる

わけですね、この地区であってもですね。数名しかいないというような教科もあるわけで、

そうしますと、その先生への働きかけが起きるという過去の事例等から、今回もその採択協

議会でここはやっぱり非公表でいかないといけないだろうと。公表できる分については極力

９月１日以降の公表という形で進めてきたところでございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

20 番牟田議員 

○20 番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

公表が多くなったっていうのは喜ばしいことなんですけども。 

これ前言いましたよね。そういうふうな攻勢がかかるから非公表。それは理由にならんで

すよ。我々、議会で 200 億とか 300 億の予算を議決、賛成、反対の意思表示しているわけで

すよね。何でこの人たちだけが。我々も圧力かかるかもしんない。議会そうですよね。議員

っていうのは全部賛成、反対、そういう意思表示もするわけですから。何で我々はよくって

この人たちはだめなの。働きかけは公務員法でだめってなってるでしょ。だから、それは理

由にならない。だから、選んだ責任をきちんとするためにも――それはさっき言った子ども

たちのため。ぜひ、そういうところまでは法律は決まっていない。要は公表するかしないか。

その先生がきちんと――働きかけが云々っていうのは僕は理由にならないと思います。ぜひ

そういう基準を今後考えていただきたいと思います。 

では、続きまして、観光について。観光について、ちょっと駆け足でお伺いしますけども、

今度夏旅クーポンということでクーポンをやられました。1,500 万予算をつけられました。

そういう中で、１名の御利用は 5,000 円、１万円、１万 5,000 円という形でやられまして、

１万円のものに半額補助するとか、そういうので大変好評らしいです。 

ただ、好評らしいですけれども、一つだけ。じゃらんの調査によれば、武雄市に入ってく

る観光客は大体 16 時ぐらいに入ってくるらしいですね。武雄市を出る観光客は大体９時ぐら

いが多いらしいです。ということは、どういうことか。泊まりにきているだけなんですね。

回遊をしていない。（発言する者あり）え、何て。それでよかとですか。 

○議長（杉原豊喜君） 

私語は慎んで。 

○20 番（牟田勝浩君）（続） 

回らせなきゃいけない。回らせるためにはどうすればいいのか。 

例えば、この前感動したですね、ランチ本。これ、クーポンなんですね。クーポン、今ま
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で 5,000 円補助だったのを逆に 4,000 円にして、1,000 円分を回遊のクーポンにして、いろ

んなところを回っていただければと思います。これ、すごいですね。これ、下の食堂です。

700 円が 500 円。これ、もしもしラーメン。900 円が 500 円。1,500 円が 500 円ですよ。多く

の方が、もう感動しました、これ、すごい皆さん持ってらっしゃるんですね。なんと税込み

ワンコイン。すごい売れて、回ってらっしゃるらしいです。これ、聞きました。何がそうい

うふうにハートばつかむとか。お試し限定ワンコイン。 

だからさっき言った、これから制度設計される秋のクーポンの分で、ぜひこういうのを組

み込んでほしい。回遊させるために。前期と同様じゃなくて、やっぱり後期はこういう形で

やっていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。 

○議長（杉原豊喜君） 

井上営業部長 

○井上営業部長〔登壇〕 

議員、御紹介ありがとうございます。お話のとおり好評でございまして、夏場の落ち込ん

でおりました７月、８月の宿泊数、昨年に比べて増加傾向でございます。ありがとうござい

ます。 

御指摘の点でございますが、宿泊人数をとにかくふやしたいという形で取り組んだことで

ございますけれども、今回の旅行券の割引対象が宿泊料金になっているのは、取り組むに当

たりまして、他の市町の割引状況も参考にしながら検討を進めてまいりました。そうした地

域間競争に打ち勝つためには、まず武雄に泊まっていただくことが第一かということで、今

回につきましては宿泊料金の割引に特化をした取り組みとなっております。 

御指摘のとおりお客様に市内でいかに時間を過ごしていただいて消費をしていただくか

ということも大変重要なことでございます。実は今回旅行券を御利用いただきましたお客様

には利用者アンケートをお願いしておりますので、今後はそうしたお客様の御意見や消費の

動向なども参考にしながら、また観光協会を初め、観光団体ともさらに協議を重ねながら次

回の取り組みにつなげたいというふうに考えております。 

ただ、ことしの取り組みにつきましては、前期・後期がセットでございますので、取り組

みにつきましての検討は次回からという形でやらせていただくということで御了承いただき

たいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

20 番牟田議員 

○20 番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

きょう、井上部長誕生日だそうで、いろんないい答弁をありがとうございました。これか

らもよろしくお願いいたします。以上で終わります。 

○議長（杉原豊喜君） 
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以上で、20 番牟田議員の質問を終了させていただきます。 

ここで、モニター準備のため５分程度休憩をいたします。 

休   憩    11時12分 

再   開    11時18分 

○議長（杉原豊喜君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 

次に、21 番松尾初秋議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。21 番松尾初秋議

員 

○21 番（松尾初秋君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）おはようございます。議長より登壇の許可をいただきましたので、

21 番松尾初秋の一般質問をさせていただきます。執行部の答弁はですよ、簡潔で正確にお願

い申し上げます。 

まず道路についてであります。内容としてはですよ、市を通じての県道や国道に関する要

望についてであります。年間何件ぐらい要望を行い、その達成率といいましょうか、完了率

は幾らなのか、まずもってお尋ね申し上げます。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

国道、県道への要望件数とその完了率ということでございます。25 年度、26 年度におき

ます、まず国道の新規改良の要望、これはあっておりません。継続要望として国道 34 号、498

号等の要望があっております。あと、維持補修の要望でございますが、年平均２件程度あっ

ております。主に除草、草刈りの要望でございます。これは完了率 100％でございます。 

次に県道の新規要望でございますが、年に１、２件程度あっております。主に歩道の設置

等の改良工事でございまして、新規改良となれば県の整備計画、予算の確保等もございまし

て、年度内にすぐ完了ということにはなりませんで、その後に取り組まれているという状況

でございます。あと維持補修につきましては、舗装の補修、側溝の清掃、あと草刈りと、年

平均約 20件程度ございます。完了率としては 80％行われているというところでございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

20 件で 80％ちゅうような答弁をいただきましたけれども、まあ前回も牟田議員さんの質

問のときにもですよ、ほとんど達成しとらんですもんね。大きかとはね、ほとんど達成しと

らんごた。これ小さなね、こう何か補修みたいな工事の件数だと思うんですよね。だからで

すよ、やっぱりまあ達成率がですよ、余り答弁はですよ、余りしゃきっとしたごた答弁じゃ
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なかったですもんね。私もちょっと長かったばってんですよ、どうもそういうふうに感じま

した。 

実はですよ、今回要望でございますけども、実は県道の武雄白石線ですね、まあ納手付近

なんですけれども、ここはですよ、場所は永島の交差点からもとの農協までぐらいですね。

もとの橘農協支所ら辺までだと思いますけれども、まあ車両が通って揺れてですよ、結構家

のほうが揺れてるという話でございました。確かにトラックが通ってました。私は、これち

ょっと調べたところではですよ、これ何か、有明沿岸道路のための盛り土を運ぶコースにな

っているという話でございました。そこでですよ、やっぱり大型のダンプが多く通ってです

よ、まあ家が揺れると。 

だからまあ要望の内容としてはですよ、家が揺れないように舗装の改良工事ですね、これ

をしていただきたいと思いますけれども、質問といたしましてですよ、この件について強く、

これ県ですから、県道ですから、県に強くですよ、要望していただきたいと思いますけれど

もいかがでしょうか。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

県道武雄白石線でございますけれども、今議員が言われたとおり、有明海沿岸道路工事の

盛り土の運搬経路ということになっておりまして、特に荷を積んだダンプの通行量が多くな

っているということでございます。で、この区間の徐行運転を、指示をしているということ

でございますけれども、依然として揺れているということでございます。 

どれぐらい揺れてるかということでござますけれども、それは環境課のほうでまず振動調

査を行いたいと思っております。目安としての振動規制というのが、昼間が 60 デシベル、夜

間が 55 デシベルということでございまして、60 デシベルといいますのは、震度でいうとこ

ろの震度１に該当するということでございます。地震が感じるか感じないかの揺れが震度１

ということでございまして、その結果を踏まえまして、舗装改良などの対策を土木事務所の

ほうに要望していきたいというふうに思っております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

まあとにかく、お尋ねでなくてですよ、しっかりですよ、強くですよ、要望してですよ、

確かにその調査をしてからよかけんですよ。もうこの辺の基礎がですよ、揺れてちょっと困

いようっちゅう話を私も聞きましたので、そいけんまあ、全部は、ほんとはですよ、この路

線全部本当はせんばいかんかもわかりませんけれど、まあ予算の関係でできないかもわかり

ませんので、もう家が張りついとうとこだけでよかけんですよ、ですね。そこだけでもやっ
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ぱり、していただきたいと――測ってですよ、もちろんですね。ただ、頼むだけじゃいかん

ですよね。ちゃーんとしてくださいよ、お願いします。 

次に、国道の件でございますけれども、これは国道 34 号線の六田交差点ですね。こいで

すよ、実は今こっちにですよ、この辺に農協の支所があるですもんね、支所ができました。

で、まあこっちに自動車学校がありますね。で、結構ここから曲がる人が多かとですよ。そ

んで、曲がるレーンがなかとですよね、レーンが。だからこう行きよってですよ、右にレー

ンがない。レーンがなかけんですよ、こういう感じですよね。車がこう、前から車来たらと

まるですたいね。そいぎ、こがんして後ろにずっと並ぶわけですよ。ですね。だからですよ、

これ考えてみたらですよ、余地はあるとですよ。この辺に余地は。だから、これをやっぱり

強くですよ、これも国のほうに強く、頼むだけじゃいかんですよね。強く要望してですよ、

市の力で、これ実現できるようにですよ、要望していただきたいと思いますけれども、この

点についていかがでしょうか。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

この六田交差点でございますけれども、片側一車線ということでございまして、右折車が

あれば後続車が通れないということでございます。で、状況を確認をいたしまして、強く佐

賀国土事務所にのほうに要望していきたいと思っています。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

強く要望して、実現できるようにですよ、ちゃんとその後もちゃんと監視ばしてですよ、

監視ちゅうかですね、その後の経過もしっかりしてですよ、もしそこでできんごとあったら、

どがんないようですかぐらい言うてですよ、２、３回と言うてですよ、これ実現できるよう

にですよ、――もうあなたたちの力があるかなかかの、これ……（笑い声）試金石ですから

よろしくお願い――この２件ですね、県道の件と国道の件ですよ、お願いします。 

では、今度は、次に、公共事業についてであります。これは私がですよ、平成 25 年３月

議会で質問した件でございますけれども、そのときは、質問内容としてはですよ、まあここ

で言う公共事業ってのは公共工事ですね。この公共工事の件だけどね、公共工事は景気対策

のための面も大きいのでですよ、まあ２次、３次と末端まで、１回金額面も含めて適切に行

われているか、調べてみたらどがんでしょうかって質問したわけですよね。覚えとんさあと

思います。で、答弁ではですよ、まあこういう答弁やった――業者の協力が得られればを前

提として、試行的に調査をやってみたいという答弁をいただきました。 

そこで質問になりますけども、調査をやったのかどうなのかお尋ねしたいと思います。 
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○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

下請業者の保護ということでございまして、１次下請につきましては、発注者の承認義務

が生じておりまして、計画の把握が可能ということでございます。２次以降の下請事業者の

契約額については、各事業者のほうへ打診をしたところ、公表の義務は生じていないという

ことでございまして、契約額の提示は協力はできないということで、調査は実施をいたして

おりません。 

平成 26 年度に入札契約適正化法の改正がございまして、平成 27 年４月１日以降の工事に

つきましては、請負金額にかかわらず下請業者、また再下請業者ですね、２次、３次という

ことになりますけれども、それを記載した施工体制台帳の作成が義務づけられております。

発注者へその写しと元請業者の契約書の写しを添付することが義務づけられましたので、今

では２次以降の下請業者の請負金額を把握することが可能となっております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

じゃあ、私が質問した当時はですよ、まあ１次までしかなかってですよ、それでまあ２次

の協力は得られんやったけんできんやったちゅうことですね。まあそういう、そがんね、ま

あそういう答弁やったと思います。今はそういうふうに改正があって、下までちゃんと調べ

ているという答弁やったと思います。そこでですよ、調査内容について、金額面も含めて適

切に行われてますか。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

適正になされております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

適性になされてるというふうな答弁でございました。まあ金額面ではそうかもわかりませ

ん。でも私にですね、こういう話が入ってきたんですよ。それはどういうことかというと下

請の業者がですよ、まあ公共事業の、公共工事の下請の業者がですよ、一部の業者に集中し

ようばいという話を聞きました。で、私も、まあもしそれがほんとならばですよ、市はいつ

も、地元業者ば使いなさいって、下請は、使いなさいって言うでしょう。じゃあ、そがんと

こですよ、やっぱりもっとそがんとにこだわらんでですよ、もっと広げていったほうがね、
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いいんじゃないかとも思いますけれども、まあいずれにしてもですよ、こういうふうな公共

工事の、下請の一部の業者にですよ、集中することに対して是正指導ができないかお尋ねし

たいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

民民の契約の部分ということでございまして、行政が立ち入ることはできないというふう

に判断をいたしております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

おかしかでしょうもん、民民やけんでけんて。そいぎそがん言うならですよ、地元のもん

ば使うてくださいっつってもおかしゅうなってくっですよね。だから私はですよ、これはも

ともとがね、民民と言えどもだ、もともとが官から出たからの民民だからですよ、そこはね、

もっと指導はするべきだと思うんですよ。私たち議員ですよ、一部の議員――、一部の業者

が独占しよう――まあ独占とは言いませんけれども、集中して仕事があってるちゅう話を聞

かんようにですよ、やっぱりそこの点はね、私はすべきだと思いますよ。ここはね、しっか

りと、指摘だけはしておきます。 

次に、質問に移りたいと思いますけれども、次はですよ、市営住宅についてでありますけ

れども、実はこれはね、どういうことかと言いますと、西杵団地ですね、５階。こいはハト

ですね。ハトのふんのべらいしとっとですよ。もっとアップしますとこういう感じですよ。

ばらいしとっとですよ。それでですよ、まあ竹とかしてですよ、こう入られんごとしとうば

ってん、もうここ入ってきとうですもんね。ハトが入ってきとうわけですよ。そしてやっぱ

り簡易的にこうしてますけれどもね、ちょっと私はですよ、この対応についてですよ、この

入居者のね、個人にお願いしてるっちゅう話を聞いたんですよね。これ事実ですか。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

ハト対策につきましては、入居者個人でベランダの清掃ですね、それと防鳥ネットの設置

等、対策を講じていただくようお願いをしております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

かっかえて落っちゃげたらどがんすっとですか、これ、しよってね。責任持ちゆっですか、
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市は。そこまで言うてですよ。個人にお願いしますって、落っちゃげんさったらどがんすっ

とですか。通らんですよ、そがんこと言うたってですよ。やっぱりそがんなったらね、責任

問題生じてきますよ、市にも。私はそう思いますよ。５階ですよ。 

そいでね、やっぱり個人でしたってね、立派かとはできんとですよ。これ見てください、

竹でして。こいばしよってから、あなた、落っちゃくっぎね、だれが責任持つですか。市も

責任持たんといかんことになるんですよ。通らんですよ。私はそう思います。だから私は、

これはですよ、やっぱりしっかりと予算ば組んでですよ、やっぱり市で行うべきだと思いま

すね。 

実はですよ、こいですね、タカ。タカば使った――これ橘の石橋さんですね。タカを使う

た駆除なんかをされておりますよね、こういうふうに。そいとですよ、この人がやってるの

がですよ、こういうジェルですよね。こうハトがですよ――これ私も、ここに現物がござい

ます。（資料提示）現物がこういうのですね。こういうのです。現物を預かってきましたけど

ね、こういうのを塗ったらですよ、色ちょっと違うかもわかりませんけれども、まあ、こう

いうの塗ったらハトの足とか毛についてですよ、ハトが嫌がるらしかですんね。だからこれ

をですよ、西杵団地で 12 月２日に、試行的にちょっと行ったちゅう話も聞いております。 

まあいずれにしてもですよ、私はどれをせろとは言いません。でもですよ、やっぱり質問

としてはですよ、やっぱりこれはね、しっかりと市で予算ば組んでですよ、本格的にハトの

駆除をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

市で対応する場合ですけども、今３階建て以上の住宅が７団地ございます。入居者が 588

名いらっしゃいまして、まず入居者のですね、意向をまず聞いてみたいと考えております。 

設置をするということになれば、設置費がかかるわけですけれども、１棟丸ごとですね、

設置をした場合――あと希望者にですか、必要な部屋だけですね、設置をした場合、また、

必要があるときというんですか、取り外しができるような、つけたり外したりできるような

方法も含めてですね、入居者が変わりますので、必ずつけるということではなくて、必要な

ときにはめるというふうな方法も考えながら、果たして幾らかかるのかですね、見積もりを

とりたいと思っています。あと、このネット設置のほかにも、ハト対策、効果的なハト対策

がないか、あわせて調査をしていきたいというふうに思います。 

それと御提案をいただきました、タカを使った追い払いということでございますけれども、

私は以前カラス、ドバトの対策でタカを使って追い払いを見せていただきました。そのほか

にも鳥栖市のサッカー場ですね、佐賀市の総合運動場、あそこにハトが住み着いておりまし

て、その追い払いもですね、されたということで効果があったと聞いております。タカを使
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った追い払いもですね、一つの方法ではないかというふうに思っております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

まあもちろんですよ、もちろん３階以上で 555 ですかね、まあ必要なとこだけでいいです

よ、それは当たり前ですよ、ハトのこんとこに何もせんでよかですよ。で、ですよ、まあア

ンケート、聞きますからって、聞いたら大体してくださいってしか言うもんですか。だから

私はですよ、必要なところだけでいいですからですよ、これは絶対ですよ、やっぱり予算を

組んでしていただきたいと思いますけれど、市長どうですか。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

まあ先ほど部長が答弁しましたように、やり方についてはいろいろとあると思います。そ

の中でも、さっき鳥栖の例も出ましたので、そもそもハトさんが近づかないようなですね、

状況をつくるというところで、このタカですかね、このタカによる追い払い、これについて

はまず、ぜひ実施したいというふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

私は、これ言いたかったのはですよ、予算ば組んで、まあこういうタカば使うても予算は

幾らか要ると思いますけれどもね、予算を使って本格的にやってくださいという要望でござ

います。いや、まあこの点はよろしくお願いしますけれども、次にですよ。いつも早かです

ね。 

次に、健康診断についてであります。まあちょっと確認の意味でまず聞くんだけども、ま

あ健康診断の受診率を上げることですよ。まあ国とか県とかですよ、補助金なり交付金なり

何かあるとですかね。まずその辺からちょっと確認、聞きたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

平川くらし部長 

○平川くらし部長〔登壇〕 

国民健康保険の特定健診ございます。受診率 50％以上になれば県の調整交付金、これが

200 万円交付されるという制度がございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 



- 182 - 

まあ、50％以上で 200 万円っちゅうのはわかりましたけれども、じゃあ、受診率を上げる

ためにですよ、今どのようなことを行っておられるのか、まずお尋ねしたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

平川くらし部長 

○平川くらし部長〔登壇〕 

主に３つございます。やるべきことということで考えますと、市報など、こういったこと

での広報、それから対象者の方々へ、あるいは未受診者の方々へ直接個人通知をさしあげる

といったようなことがまず１つ。 

２つ目、工夫といいますか、こういった面につきましては土曜、日曜日の健診の実施。あ

るいはがん検診と特定健診の同日の実施、それから、市内の 22 の医療機関、こちらのほうで

は個別の受診ができるというようなことを実施しております。 

さらに、あとは保健師、看護師等が個別の対象者の方々に訪問させていただきまして、健

診のほうを受けていただく、こういった説明を個別にさせていただくと、こういったことを

させていただいております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

今、取り組みをお聞きました３つのことを、まずされているっちゅうことで聞きましたけ

れども、実はですよ、私のところにも来たですもんね。ここに、受診、まあここ大きくしま

すけれどもね。あなたの健康診断日は、と書いちゃあですもんね。６月の 13、14、15、16、

17 ですよ。これ一番ですよ、百姓、農業で一番忙しかころですよね。これ夢しずくの、恐ら

く田植えごろですよ、一番。だからね、もう尐しそこんたいば知恵ば働かせてね、この辺は

ですよ、もっとね、この時期じゃない時期にですよ、健康診断をするとかですよ、やっぱり

そこんとこば考えてみらんですか。幾らいろいろなことを言うたってですよ、やっぱりなん

ちゅうったって武雄市はやっぱり農業が大きかとですよ、ウエートが。私も６月は一般質問

したことありませんよ。まあこれはあれですけど、余談ですけどね。（笑い声） 

だからそれだけですよ、やっぱり気がいつも張ってね、もうあそこに植えばいかんとかね、

もうみんなそっちで頭いっぱいなんですよ。だからね、これの変更ね、これが私は一番だと

思いますけどいかがでしょうか。 

○議長（杉原豊喜君） 

平川くらし部長 

○平川くらし部長〔登壇〕 

議員御指摘の点についてはですね、もっともだというふうに考えております。しかしなが

ら、実はこの６月にですね――実は年間に 26 日間、検診日を設定しております。今年度、27
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年度、６月に 19 日間、そのうちですね、８月に３日、９月と 10 月にそれぞれ２日間計画し

ているところであります。実はこのような日程の背景が尐しございます。 

１つはですね、健診、あるいは胃がん検診、こういったものについては食事制限、それか

ら水分の摂取制限が前提としてございまして、気温の高くなります真夏、こういった分は避

けております。また、インフルエンザといった感染症、これが冬場どうしても流行するとい

うことで、冬場の健診も避けているという関係がございます。 

それともう一点は、こういった状況については、ほかの市町も同じようでございまして、

実施する直接の機関と、こういった市町との調整の結果、現在の日程になっているというこ

とでございます。しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、御指摘の点については、十

分考慮する必要があるということでございます。８、９、10 月、尐し涼しくなったりした時

期についても現在やっておりますが、こちらのほうの日程をですね、もう尐しとっていくよ

うな調整をさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

まあ夏とか冬は避けてるちゅう話でございますけれどもね、まあいずれにしてもですよ、

調整をしてですよ、また９月になったら今度は稲刈りで忙しかですもんね。そこんところも

考えながらですよ、やっぱりね、受診率が上がることば考えてですよ、知恵ば使うてくださ

いよ。そしてね、よその市町に負けんごとですよ、しっかりとね、その日にちを確保してい

ただきたいと思いますよ。 

これが私はね、一番にね、やっぱり受診率を上げることだと思いますよ。私もですよ、こ

れ来たとき、何でがんときしようとやろか、ふうけとらんろうかにゃと私思いましたよ、は

っきり言って。もう尐しね、考えてですよ、８月、９月とまだあるかわかりませんよ。そが

んたなんも書いちゃなかですもんね。ただ、６月の 13、14、15、16 に来てくださいとしか書

いてなかけんですよ。そいけんもう尐しそこんとこはですよ、一番よかころにですよ――ま

あ確かにね、冬とか夏とかはね、いろんな、インフルエンザの関係とかいろいろあってね、

だめかもわかりませんけどね、農閑期を狙ってですよ、やってくださいよ。これしっかりと

要望しときますよ。 

それではですよ、次にですよ、ノラ猫対策についてお尋ねをしていきたいと思いますけれ

ども。質問といたしまして、野良猫による被害の話をよく聞きますが、市として野良猫の捕

獲はしないのか、またはできないのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 
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野良猫の捕獲ということでございますけれども、野良犬であれば狂犬病予防法によって捕

獲することができます。で、野良猫の場合は捕獲できる根拠となる法律がございません。ま

た、動物愛護の観点から、市としては捕獲を行っていないという状況でございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

確認ですけれども聞きます。行っていない、できないんでしょう、どっちなんですか。行

っていないんですか、できないんですか、どっちですか。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

適正な法律等に定めてありませんので、捕獲できないということです。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21 番（松尾初秋君）〔登壇〕 

できないので、行っていないという答弁だったと思います。じゃあですよ、質問としてで

すよ、例えば野良猫被害におうたらですよ、受けてる個人がですよ、野良猫を捕獲した場合

はですよ、どうすればいいんですか。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

飼い主のいない猫についてということでございますけれども、保護の観点から杵藤保健福

祉事務所で引き取りをされております。で、そこまで持っていってもらうということになり

ます。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

じゃあ、保健所は持っていったら引き取るということでございますけれども、まあそれは

年間ですよ、何頭ぐらいおってですよ、引き取られた野良猫はですよ、残念だけどもね、恐

らくですよ、最終的には殺処分されるんじゃないかなと思いますけれども、その辺も含めて

ですよ、答弁をお願いします。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 
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市内で引き取られた猫の数ということでございますけれども、平成 24 年度、親猫ですね、

成猫ですけれども 28 匹、子猫が 132 匹、計の 160 匹でございます。平成 25 年度につきまし

ては、親猫が４匹、子猫が 59 匹、計の 63 匹。平成 26 年度につきましては、親猫が９匹、子

猫が 61 匹、計の 70 匹ということでございました。 

で、引き取られた猫につきましては、県の譲渡施設に送られまして、新しい飼い主を探す

ことになります。飼い主が見つからない場合については、最終的には殺処分となります。県

全体で飼い主が見つかるケースが約 20％程度でございまして、残り 80％が残念ながら殺処分

ということでございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21 番（松尾初秋君）〔登壇〕 

まあ２割ですね、20％がという話で、引き取られて残りが殺処分ですね。私はですよ、犬

とか猫もですよ、殺処分ゼロの町を目指す、そういう思いで質問をしていきたいと思います

けども、私たちが野良猫にですよ、餌をやる行為ですね。これはふやすことを助長するよう

な行為ですよね。こういうのは絶対やったらいかんと思うわけですよ。まあ最終的にですよ、

そういうふうに命がなくなるわけでしょ。 

だから私はですよ、野良猫をふやす餌やり行為、助長する餌やり行為は絶対にいかんと思

いますけれども、質問といたしましてですよ、今そういうふうな、市として野良猫に対して

の被害、また餌やりに対しては、どのような対応、指導をしているのかをお尋ねしたいと思

います。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

市としての野良猫対策ということでございますけども、基本的には環境省が定めておりま

す、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準に則して指導を行っております。で、野良猫へ

の餌やりにつきましては、餌をやるのであれば、周辺の地域に迷惑をかけないように適正に

飼養すると、飼う。 

〔21 番「うん、飼養ね」〕 

飼っていただくと。で、飼わないのであればですね、餌やりはやめるというような指導を

しているところでございます。また広報誌ですね、チラシ、今回覧板等で啓発を行っており

ます。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21 番（松尾初秋君）〔登壇〕 
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まあ餌をやるなら飼っていただきたいということが、今答弁だったと思いますけれども、

まあそれは、本当、正しいことだと思います。ただ私はですよ、――京都の例をちょっと出

したいと思いますけども、京都市の場合はですよ、京都市では京都市動物との共生に向けた

マナー等に関する条例が制定されており、本年７月から施行されましたということでござい

ました。まあ、不適切な給餌ですね、餌やりの禁止ですよね。懲役や罰金などの刑罰はなく

ですよ、最高で５万円以下の過料になっております。あやまち料ですね。行政罰があるとい

うことですよね。 

だから私はですよ、武雄市でもですよ、やっぱりこういうふうな、殺処分になるような野

良猫をふやす餌やり行為はですよ、厳しく取り締まるためにもですよ、条例をつくって、こ

ういうふうにしたらどうかなと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

条例を制定してはどうかということでございますけれども、実は昨年度からくらしと生き

もの会議という会議を開催いたしております。で、メンバーとしては地域、区長会の代表の

皆さん、獣医師会、杵藤保健福祉事務所、動物愛護団体、あと市の職員ということで、計 16

名で会議をやっております。その中で地域、また専門家の御意見をですね、お聞きをしなが

ら、このような問題に対して全市的に取り組んでいくようにいたしております。 

餌やり行為自体、環境省の基準上もですね、規制はされてはおりません。また、動物愛護

の観点から、餌やり行為自体に罰則を設けるということはかなり難しいと考えておりますけ

れども、この条例化に向けてより効果的な対策も含めてですね、この会議の場で協議をして

いきたいというふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21 番（松尾初秋君）〔登壇〕 

まあ餌やり行為自体はなんも、罰はないちゅう話でございますけれどもね、野良猫をふや

す餌やり行為だと思うんですよね、やっぱり。最終的にはそういうのがですよ、殺処分にな

ると命が失われるということでしょ。だからこれはですよ、やっぱり絶対ですよ、やっぱり

条例でもつくってですよ、厳しくですよ、やっぱり命を守っていくと、そういう思いで私は

質問しておりますので、まあそこの点ももう尐し勉強してですよ、そういうとこ会議に諮っ

てですよ、京都のように、まあ過料なんですけれどもね、そういうのをやっぱりつくってし

ていただかないと、これなくならないと思うわけですよね。そいで、また悪さをすっとです

もんね猫、結構ですよ。そういう話も聞いておりますので、とにかくですよ、殺処分を１匹

でも２匹でも減らすためにですよ、やっぱり武雄市でも頑張っていただきたいと思います。 
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次にですよ、武雄温泉駅の喫煙場所についてであります。質問といたしまして、確認の意

味で聞きますが、公共の場所でですよ、灰皿を置かない考え方、これ全国的に広まっており

ますが、これは受動喫煙防止の観点から進められているのかですよ、まずもってその辺をお

尋ねしたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

山下まちづくり部長 

○山下まちづくり部長〔登壇〕 

受動喫煙防止の根拠ということでございますけれども、これ平成 14 年７月に健康増進法

において受動喫煙の防止がうたわれました。で、多数の方が利用する施設については、利用

者の受動喫煙防止をするために必要な処置を講じるよう努めなければならないとなっており

まして、それを受けて公共の場所では禁煙化が進められておりまして、灰皿が置かれていな

いという状況でございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21 番（松尾初秋君）〔登壇〕 

私はですよ、たばこをやめて５カ月になります。（笑い声）吸う人も吸わない人もですよ、

心地よい世の中になりたいと、そういう思いでですよ、そういう気持ちで質問していきたい

と思いますけれどもね、まあ灰皿を置かないから吸わないという前提がですよ、私は間違っ

てると思うわけですよね。もう、そもそも間違ってるって。もう外であればですよ、もし灰

皿がなかったらどこでも吸うとですよ。吸わない人の横でも吸うんですよ。かえって受動喫

煙の危険性が増すと思うわけですね。だから私は、灰皿があれば、喫煙者っちゅうのはそこ

で吸うしですよ、たばこのポイ捨てもなくなるわけですよ。灰皿があることでですよ、たば

こを吸わない人は、そっけ近づかんぎよかですもんね。ということはわかりやすく言うなら

ばですよ、どういうことかって。灰皿があること自体がですよ、分煙の目印になると私は思

うわけですよ。市長どう思いますか。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

まあ、健康診断の質問の後に、ちょっと、たばこの回答はいささかしにくいところがある

んですが、まず思いましたのはですね、やっぱりまあ、たばこをやめた方の発言っていうの

は説得力があるなと。私から言うとですね、なんか身勝手だろうとかいう話あるんですけれ

ども。まあ非常に説得力があるなというふうに思いました。分煙についての考え方は議員と

同じであります。 

○議長（杉原豊喜君） 
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21 番松尾初秋議員 

○21 番（松尾初秋君）〔登壇〕 

ちょっとこの写真見てくださいよ。これ駅ですよね、武雄温泉駅。こう、たばこのこうあ

る、丸で。こうわかりますかね。もっとアップしました。ぼとぼとあるとですよ。ぼとぼと。

灰皿もなかけんですよ。私はね、やっぱりね、これね、外なんだから、どっかやっぱり灰皿

を置くべきだと思うんですよね。私もですよ、聞くところによると、これ日本たばこ産業さ

ん、立派な灰皿ばくるって言いよんさあですもんね。この灰皿の掃除はですよ、観光協会さ

んがしてくるって話にまでなっとるわけですよ。だからですよ、私はですよ、もうこれ、ま

あ以前も質問しましたけれどもですよ、これはまあＪＲさんの考え方もあろうがですよ、環

境美化の観点から、やっぱり灰皿を置くようにですよ、市長さんから駅に話をしていただき

たいと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

受動喫煙がですね、影響がなくてきっちりと分煙ができる場所があるということで、そう

いう場所があるのであればですね、私も駅長にそれは話しにいきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21 番（松尾初秋君）〔登壇〕 

まあ、いずれにしてもですよ、私はですよ、まあ駅はいろいろ広いところありますのでで

すよ、端っこでもいいですからね、そういうの置いてもらってですよ、そこで吸うもんは吸

うと、そういうふうにしていったらですよ、私は灰皿あることが分煙を進める目印だと、私

は思いますよ。もう汚いですよね、こういう感じがですよ。つくづくこれは強く思うところ

でございます。吸わない私がですよ、言ってるんですから。吸う人と吸わない人がですよ、

心地よい世の中にしたい、そういう思いでですよ、そういう気持ちでですよ、この質問をし

ました。 

それでは次にですよ、市長の政治姿勢についてであります。まあ、自分の考え言いますけ

れどもね。まあ、前市長のときですよ、過激な発言もあってですよ、議会が盛り上がりよっ

たですもんね。言うたらいかんこと言うたりなしたりしながらですよ、もう盛り上がりよっ

たですよ、臨場感があったですよ。（笑い声）議会がおもしろかったですよね。私はわくわく

どきどき感、これありましたよ、はっきり言って。でもですよ、まあまあ見方によってはね、

今の議会のほうがね、正常化したという見方もありますけどもね、私はですよ、どこでもあ

るような議会に成り下がったんじゃないかなというふうに思います、はっきり言って。 
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そこでですよ、やっぱり市長にですよ、まあ求めるものが無理かもわかりません。がです

よ、求めることが無理かもわかりませんけど、小松市長さんですよ、もう尐し過激にやって

ですよ、議会を盛り上げていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。（笑い声） 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

まあ、松尾初秋議員さんのような人も、ほかの議会にはいらっしゃらないとは思うんです

けれども、まあここは私の性格ではありますけれども、躍動感のあるですね、答弁を頑張り

たいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21 番（松尾初秋君）〔登壇〕 

まあ、ちょっと自分の考え話しますけれどもね、まあ、前市長のときは職員もぴりぴりし

よったですもんね、はっきり言ってですよ。そいでですよ、なんていうか緊張感があったと

いうふうに感じるわけですよ。で、まあ椅子に座るときもなんて怒られるかわからんけん、

ちょっと――椅子、岩本さん、映してもらいたいんですけどね、――もう大体、職員さん前

屈みでがん座っとんさった。今みんなゆたーっと座っとるわけですよ。（笑い声）そういうふ

うにですよ、やっぱね、もうぴりぴりしてる感じがないんですよ今。そういうふうに私は感

じますけどね、そういうふうに見えます、そういうふうに感じます。 

そこでですよ、総務部長さんに聞きますけれども、職員は以前に比べてですよ、緊張感が

なくなったと、そういうふうに感じませんか。 

○議長（杉原豊喜君） 

北川総務部長 

○北川総務部長〔登壇〕 

今の御質問ですが、前市長と小松市長の個性は大きく違うとは思います。まあ議員がおっ

しゃるように、市長がかわられてから職員が緊張感がなくなったという感じは、私はいたし

ておりません。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

それはそがんですね。部長さん、あれですから、そがんことなかですってしか言われんで

すもんね、それはわかりますよ。でもねやっぱりね、私はね、これ就任時に市長がですよ、

最初に言いんさった言葉ですね、就任時、怒らない、強制しない、約束は守る。強制しない、

約束は守るはいいですよ。怒らない、私はこれが、原因があるんじゃないかなと思うわけで
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すよ。怒られんなら、だれでんだらーってなるでしょ、くーわれんならね。やっぱりここは

ね、私はこれは緊張感がなくなってる原因じゃないかなというふうに私は感じました。やっ

ぱりですよ、怒られんとわからんでね、子どもでもだらーっとなるですよ。みんなそがんな

ると思いますよ。 

だからですよ、私はですよ、まずもって市長がね、怒らない、この中で言われたけれども

ね、怒らないという意味はね、どういう意味で言われたのかまずお尋ねしたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

怒らない、強制しない、約束を守ると。これ実は熊本県の蒲島知事のですね、蒲島三原則

っていうのをそのままパクったわけであります。あ、いいなと思ってですね。ここで、蒲島

知事もおっしゃっているのは、怒らないというのは、決してずっーと怒らないわけではなく

てですね、職員が失敗しても怒らずに、まあ一緒に解決策を考えるというふうな意味で言わ

れてまして、私もですね、そこはそのように解釈をしております。 

○議長（杉原豊喜君） 

まもなく 12 時なりますけど、一般質問を続けます。 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

失敗しても怒らないということですけれどもね、これはやっぱりね、怒るときは怒らんば

いかんと思うですよ、失敗したときは。失敗しても怒られんならですよ、やっぱり、それじ

ゃあいかんと思うんですよね。 

だからですよ、まあその蒲島さんの真似かもわかりませんけれどもね、やっぱりですよ、

賞と罰、あめとむちですよ。やっぱり怒るときは怒らんぎですよ、私はいかんと思いますけ

れどもね、やっぱりね、たまには怒る市長になっていただきたいと思うわけですよ。関西弁

でいいじゃないですか、こらーって言うていいじゃないですか。（笑い声）やっぱりね、怒る

ときは怒ってですよ、やっぱりそのめり張りですよ。賞と罰、あめとむちですよ。私はそれ

が大事だと思いますけれども、まあこういう点についてはどうなのかですね、怒る市長にな

っていただきたいという件ですけれども、いかがでしょうか。（笑い声） 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

まあ私もですね、正直実際は怒っていることはあります。まあ、ほかの人よりは尐ないか

もしれないですけど、大体月にまあ２、３回ぐらいですかね。そのうち、きょうで２回、宮

本議員のときに使い果たしちゃったんですけれども、あと１回かなと思っているんですけれ
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ども、まあ確かにいい仕事をすれば褒めると。で、悪い仕事、これ悪い仕事というのは何も

考えない仕事、市民のためにならない仕事、そういったものに対してはですね、しっかり叱

咤するという、このめり張りをつけていきたいというふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

まあ、いずれにしてもですよ、やっぱりその、職員さんが、私なんかが見てですよ、そう

いうふうに感じて、ダラーっとしてるように感じちゃいかんと思うわけですね。だからここ

ですよ、やっぱり小松市長もですよ、やっぱりたまにはばーんと怒ると、雷を落とすと、そ

ういうふうな市長になってですよ、やっぱりしっかりと職員さんを信賞必罰で操縦していた

だきたいと思うわけですよ。 

だからそこでですよ、まあそのためにも私は中国の古典である韓非子、これを参考にして

ほしいと思いますけども、まあ恐らく市長さんのことだから読まれたと思いますけれども、

もし読まれたらもう１回読み返してください。で、もし、読んでなかったらですよ、市立図

書館にありますので、これぜひ読んでですよ、今後の市政の運営に生かしていただきたいと

思いますけども、この件についていかがでしょうか。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

３月の一般質問で筑紫美主子さんのＤＶＤで方言を勉強しなさいと言われてですね、アマ

ゾンですぐ買いました。12 巻セットで２万 5,000 円もしました。それでまあ、勉強したんで

すけれども、同じように勉強したいというふうに思っておりますので、引き続き御指導よろ

しくお願いいたします。 

○議長（杉原豊喜君） 

21 番松尾初秋議員 

○21番（松尾初秋君）〔登壇〕 

今度はお金を出さんでですよ、市立図書館にありますので、借りて読んでですよ、生かし

ていただきたいと思います。以上で質問終わります。 

○議長（杉原豊喜君） 

以上で、21 番松尾初秋議員の質問を終了させていただきます。 

時間が若干ずれこみましたので、ここで議事の都合上１時 30 分まで休憩をいたします。 

休   憩    12時３分 

再   開    13時30分 

○議長（杉原豊喜君） 
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休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に、10 番上田議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。10 番上田議員 

○10番（上田雄一君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）皆さん、こんにちは。ただいま議長より登壇の許可をいただきまし

たので、これより 10 番上田雄一の一般質問を始めさせていただきます。今回も武雄市の今後

の方向性についてということで通告をさせていただいております。 

昨日の一般質問で私の過去の質問が出てきたので、ちょっときのう振り返っていました。

７年前の平成 20 年６月議会にて、市内施設へのインターネット予約システム導入をというこ

とでさせていただいていました。その際にですね、船橋市、竹田市、串間市、一宮市、別府

市を当時紹介しておりました。当時はモニター等もなかったので、すべて言葉だけでござい

ました。改めてきのう、その後どうなのかなと思って見てましたけど、継続されているとこ

ろ、全くされていないところも中にはありましたけれども、ぜひこの辺の事例を参考にしな

がら、昨日の猪村議員の答弁では実際やる、検討する、考えるということで答弁ありました

ので、この辺を参考にしていただければなと。 

なおかつ、そのシステムを導入する、考えていく際に市内の利用者と市外の利用者ってい

うのをぜひうまく分けてほしいなと。やっぱり武雄市の施設ですので、武雄市の市民の皆さ

んにとって使い勝手のいい――まあ料金のことがきのう出ておりましたけど――予約の方法

であったり、期間であったり、そこら辺をうまく市内の皆さんに還元できるようにお願いし

ときたいものでございます。 

それでは早速、今回まちづくりについて通告をさせていただいております。大きく分けれ

ば３点でございます。整備新幹線、レンタサイクル、競輪場。主にこの３点について質問を

させていただきたいなと思っております。 

整備新幹線につきましては、皆さん御案内のとおり、ただいま現行計画ではフリーゲージ

トレイン、要は狭軌から標準軌、標準軌から狭軌にというレールの幅を変更するフリーゲー

ジの方式で現在認可が下りているところでございます。 

ただ、過去の一般質問でも何度も申し上げてきました、時間短縮効果が薄いんではないか

と。また、区間内の踏切が安全・安心面から見ると非常に危惧されるものだというところ、

またフリーゲージトレインの車両となると従来の車両からすると重量がかなり重くなってい

くわけでございます。皆さん、既にもう特急とか乗られていると、結構な振動あるんじゃな

いかなと。そのレールが重量に耐えられるのかというような懸念もされております。 

そして、北方町の小学校の南側付近の冠水問題。ここはちょっと降ったらすぐつかるよう

な状況でございます。ですので、こういう問題もあります。さらに開発の遅れ。開発の遅れ

のほうからちょっと触っていきたいなと思っております。他にももちろんあるんですけど、
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ここからいきたいと思います。 

現行計画なら、およそ７年後の 2022 年にフリーゲージによる開通ということで、本来で

あれば今耐久走行試験が行われているはずでございます。ですが、この耐久走行試験がただ

いまストップしております。 

新聞記事によりますと、長崎新幹線概算要求がフリーゲージトレイン開発費として 27 億

円計上されている、要求されているということでなっておりますが、ちょっと見にくいので

御説明をしますと、昨年の 11 月、耐久走行試験中に不具合が見つかり再開の目途が立ってい

ないというところで、現在その耐久走行試験はストップしているはずだと認識しております

けれども、フリーゲージトレインの開発、耐久走行試験の現状について、まず御確認をさせ

ていただきます。 

○議長（杉原豊喜君） 

千賀営業部理事 

○千賀営業部理事〔登壇〕 

フリーゲージトレインの開発状況について説明をいたします。 

昨年の４月から半年間、性能を確認するための走行試験を行い、10 月半ばから新幹線区間、

軌間変換区間、在来線区間で走行試験を繰り返す３モード耐久走行試験を開始されておりま

す。 

先ほど話がございましたように、11 月末に試験用車両の台車の一部に傷やはがれなどが見

つかり、現在試験運行が休止されております。原因究明の調査はなされておりますが、９カ

月以上経過した現在でも試験走行再開の目途が立ってない状況でございます。 

当初の計画でいきますと、平成 29 年３月までの２年半で 60 万キロメートル走り込む計画

でございましたが、昨年 11 月末までの走行距離は３万 3,000 キロメートル、全体計画の６％

にとどまっている状況でございます。以上で終わります。 

○議長（杉原豊喜君） 

10 番上田議員 

○10番（上田雄一君）〔登壇〕 

先ほど御説明があったように、６％程度の試験しか済んでいないと。３年間で 60 万キロ

ですので、もう既に 30％ぐらい済んどかんばいかんとですよね、大体はですね。33％ぐらい

でしょうか。そうするとですね、もう既にほぼ１年近うなろうとしようわけですよ。耐久走

行試験ストップしてもう１年近く、今９月ですので２カ月後ぐらいでもう丸１年になってし

まうと。 

過去これまで質問をさせていただいた中で、これは前市長のときでしたけど、2020 年に東

京オリンピック、今すったもんだしてますけど、2020 年に東京オリンピックがあります。こ

れに何とか間に合うように前倒しをしていくような運動をしていきたいという答弁をいただ
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いておりましたけど、そもそも今度 2023 年に佐賀国体が予定をされているわけですよね。１

年、本来なら 2022 年の開通予定だったのが１年ずれ込んでいます、今。ですので、本来なら

こっちの東京オリンピックに間に合うごと開通できればなという答弁をいただいておったの

にもかかわらず、今度 2023 年の佐賀国体に間に合うとやろうかなというような危惧をしてい

るわけでございます。 

ただですね、よその事例を見ると、北陸新幹線、金沢から開通して非常に注目をされてお

りますけど、ここはもう開通しているわけですよね。ただ、今度はここから、金沢から敦賀

までの件でいけば、これは当初の事業認可でいけば 2025 年開業だったんですよ。これが３年

前倒しになって、ここも 2022 年開業予定ということで今進んでいるそうでございます。 

私が聞き及んでいるところでいけば、金沢から福井はさらに２年前倒ししようというよう

な動きがあるそうなんですよね。まだ公式には私もその記事を発見できておりませんけど。

となると、よその新幹線はどんどんどんどん前倒をしようとしておるような状況で、西九州

ルート、2022 年は果たして大丈夫なのかなというのを危惧しているわけでございます。 

ただ、私ども武雄市としては、やっぱりこっちを優先するべきだと思うんですよね。西九

州ルートのフル規格化。こっちをやはり重要視していくべきだろうと。なおかつ 2022 年って

いう期限を遵守させるべきだと私は感じております。 

フル規格化へ向けた動きとして、今県内市町の各議員いろんなつながりで、武雄から私と

牟田さんと行っておりますけど、代表して行かせていただいておりますけれども、前回が議

長も参加予定でしたけど、議長が公務のため川原新幹線特別委員長が一緒に伺ったようなと

ころでありますけど、我々議員としてもこういう議連の立ち上げをやっていこうという世話

人会を発足してやっています。そこで既に話がもう出ているのはフリーゲージ、ノーと。議

連ですからね。リレー方式もノーと。こういう方法で、やはりフル規格化を求めていくこと

を確認していたところでございます。 

武雄市新幹線活用プロジェクトですね。こちらのフル規格化へ向けた動きとして、ことし

の７月 24 日、県庁にてフル規格化の要望を県庁のほうにしたところでございます。一応私も

メンバーの一人でありますので、私も参加させていただきました。その際に小松市長から、

副知事に要望書が手渡されたところであります。そういう中で、ここに書いてありますよう

に――これはすいません、小松市長のブログなんですけど、長崎新幹線は絶対フル規格でと

いう題目で掲載がされておりました。これ以外にフル規格化に向けた、今まで、武雄市とし

ての動きをまず確認をさせていただきたいなと思っております。 

○議長（杉原豊喜君） 

千賀営業部理事 

○千賀営業部理事〔登壇〕 

フル規格化に向けた動きということで、まず議会におかれまして、先ほどの議員さんのほ
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う、御紹介にもありましたけど、地元選出国会議員への要望あるいは知事への意見書提出な

ど積極的に取り組んでいただいたことに対して、改めてお礼を申し上げたいと思います。 

先ほどの活用プロジェクトの要望以外につきましてですが、ことしの７月 30 日に西九州

ルート沿線５市の市長、議長による、国会議員や関係省庁への要望を行ってまいりました。

その中で、佐賀県、長崎県選出の国会議員に対して武雄市としてフル規格の要望をしてきた

ところでございます。 

なお、行政ではございませんが、経済界におきましても武雄市商工会議所様の主導によっ

て２年ほど前から県商工会議所連合会によるフル規格の実現に向けた知事要望を行っていた

だいているところでございます。 

○議長（杉原豊喜君） 

10 番上田議員 

○10番（上田雄一君）〔登壇〕 

先ほど、県選出の国会議員、県に対しての要望が行われているということでございました

けども、確かにそうなんですよね。それがまず必要だと。なおかつ、今回市長のブログから

いけばもう新幹線は絶対フル規格。その文面の中にですね、山口知事の賢明な判断を期待し

ますっていうような文言もありましたし、ぜひ沿線自治体でも引き続き連携していきたいと

思っておりますという記載があります。これについて、これも含めて、市長、今後フル規格

化へ向けた――フル規格っていうのはもう前回の質問でも確認をしておりますので、これか

ら小松市長としてどのような動きを考えられているのか、私どもは先ほども紹介しましたよ

うに、私もそうですし牟田議員さん、川原議員さん、そして杉原議長、この辺でどんどんど

んどん県全域に、議会としても全域に広げていくアクションを起こしていきたいなと思って

おりますけど、市長として答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

まず、フル規格化の要望につきましては、議員の皆様に積極的にしていただいていること

にまずもって感謝をしたいと思います。 

ちょっと話が戻ると、私も市長に当選した後、フリーゲージではなくフル規格化というの

はシンプルに考えて当然だなというふうに思っております。まあ議員の皆さんは御存じでし

ょうけれども、市民の皆さんにもう一度ぜひ私からもお伝えしたいのが、新幹線は高速性、

あとは安全性、定時性、この３つが新幹線の特徴だと。 

高速性。まあ当然新幹線ですから、速いわけなんですけれども、今例えば博多から武雄温

泉、みどり号で１時間５分ですね。これがフリーゲージになった。新幹線、だけどフリーゲ

ージの場合は 55 分なんですよ。まあ 10 分しか縮まらないわけですよね。これがフル規格に
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なると 25 分で武雄から博多まで行けることになります。まさに通勤圏内に入ってくるわけで

すよね。40 分縮まります。 

そういったことを考えても、まずもってフリーゲージにするというのは意味がないだろう

というふうに思っていますし、あと安全性、これについては新鳥栖から武雄温泉の間 90 カ所

の踏切があります。特に佐世保線の部分はフリーゲージになった場合、時速 95 キロから 130

キロまで上がるんですよね。130 キロまで速度は上がるけれども、引き続き踏切もあるとい

う、安全性でも私は首長として市民に到底説明することができませんと思っています。こう

いった点からも、フル規格化を必ずすべきだというふうなことが従来からの私の主張です。 

それで、今回こちらのブログにも書いてありますけれども、県、山口知事も、とにかく佐

賀へ人の流れを変えるということは再三申されておりますので、そのために佐賀県として何

が必要なのか。私はＧＭミーティーング含めて、あらゆる機会でぜひ知事と話していきたい

と思っています。 

実際、今回佐賀県の市長会から知事要望を先日行いましたけれども、ことし初めて要望の

中にフル規格化の実現という言葉が入りました。ということからも、まあ一歩前進かなとい

うふうに思っております。 

加えまして、最後になりますけれども、沿線自治体。佐賀県市長会としてフル規格化とい

う言葉が入ったのはことしが初めてなんですけれども、一方で正直首長の間でも温度差はあ

ります。私としては首長、特に沿線の市長に対して積極的に働きかけていって、そういう場

も持っていきたいというふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

10 番上田議員 

○10 番（上田雄一君）〔登壇〕 

市長会からの要望事項でフル規格化が明記されたというだけでも、物すごい私は前進じゃ

ないかなと思います。今までなかったわけですから。 

当然沿線の中には温度差があるんですよ。私どもの、先ほど出しました議連の世話人会の

中でも当然温度差あります。いろんな地域、県内全域から寄ってましたんで。もうとにかく

フリーゲージだと県内一致は絶対取れんとですよ。 

なおかつ、先ほど市長がおっしゃいましたけれど、時間短縮効果 65 分が 55 分になると。

これ、軌間変更装置がどこにつくかによってまた大きく変わると思うんですよね。軌間変更

装置、のろのろ運転で車軸の変更をせんばいかんというところがどこにつくかによって、65

分が 55 分になるっていうのがどんだけ変わるのかもまだ不明です。とにかく、フル規格化じ

ゃないといけないと思うわけです。 

なおかつですね、先ほど市長の答弁の中で、知事に対する要望はいただきましたけれども、

きのうの一般質問でも出ておりました、佐賀、長崎ともに地方創生、一番関係があるのはこ
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れじゃないかなと私は思うわけですよ。とにかく佐賀、長崎両知事でしっかりそこを話して

調整をとってもらうようなアクションを市長、お願いしたいと思いますけれど、ここら辺に

ついていかがでしょうか。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

昨日もこれにお答えしたんですけれども、まだ佐賀県のほうには、やることは決めたけれ

ども何をやるかというのはどうもまだ決まっていないようです。ここについては、ぜひここ

の、タマの一つとして挙げてもらうように私のほうから知事に対して申し上げたいと思いま

すし、ぜひ議会においても積極的な、引き続きの御支援と働きかけをよろしくお願いしたい

というふうに思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

10 番上田議員 

○10番（上田雄一君）〔登壇〕 

くれぐれもお願いしたいのが、フリーゲージだともう佐賀は一つになれませんよと。とに

かく佐賀はなかなか難しかですよっていうのをですね、佐賀県としてぜひ前面に出して話を

していただきたいなと思います。 

それでは次に進みます。レンタサイクルについてでございます。先の議会、６月議会にお

いても質問をさせていただきました。 

観光動態のところで、これがまあ駅ですね。武雄温泉が年間 30 万人。武雄市図書館に年

間 100 万人、先の答弁ではもう既に 200 万人を突破したというような話をいただいておりま

す。この町の回遊にぜひこの富山の事例を導入してはどうかと。非常にコンパクト的な、町

並みが似てるわけですよ。 

なおかつ、前回も御説明しましたけど、要はここで借りてここで返せる。借りたところで

返さなくて、また別の場所で返して、また別の場所で借りてっていう、自転車で気軽に回遊。

そもそも、１回市役所で例えば借りた。それをまた乗っていって、最後また回遊したあと、

また市役所まで帰ってこんばいかんと。そういうやり方じゃなくって、このレンタサイクル

の実現をぜひというお願いを要望しておりました。検討するということでありましたけど、

やはり武雄のこれからの観光を考えた場合、またまちづくり考えた場合、そしてなおかつ市

民の皆さんの利便性も向上すると思うんですよね。 

ですので、ちょっと言えば、どういう自転車になるかわかりませんけど、青い自転車でい

ろんな人が町を回遊しているとなれば、もうそれだけでも雰囲気変わるし、観光地の様子も

非常に出るんじゃないかなと思うわけですよ。ですので、ぜひこの整備をということでして

ました。 
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これについてのその後、まあ３カ月経ちましたけど、どのようになっているのか確認をさ

せてください。 

○議長（杉原豊喜君） 

井上営業部長 

○井上営業部長〔登壇〕 

先般の６月議会以降の状況でございますが、現在観光協会が事業主体となって、県の佐賀

段階チャレンジ交付金事業を活用しまして事業展開中でございます。 

観光協会に確認をいたしましたところ、既に採択を受けられまして、今後観光協会内で導

入する自転車としては電動自転車を計画中でございまして、電動自転車の導入台数でありま

すとか、あるいは先ほど御指摘の配置場所といったもの等々を検討されまして、今年度中に

実証実験を行って、来年度当初からの供用開始に向けて準備を進められているというふうに

聞いております。 

市といたしましても、今後お客様にとって利用しやすいシステムとなるように可能な限り

連携をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（杉原豊喜君） 

10 番上田議員 

○10番（上田雄一君）〔登壇〕 

来年度当初から、いいですね。なおかつ電動自転車となれば、ここだけに限らず武雄の、

さっきの町の中、北部商店街、いろいろ図書館を含めた範囲だけじゃなくて、今議会に上程

されておりますように保養村のほうもぜひつなげて、電動自転車だったら十分に可能な距離

ですよね。一般の自転車でも全然大丈夫だと思うんですけど、ぜひそこを含めて考えていた

だきたいなと思っております。 

続きまして、最後の質問、競輪事業の競輪場改修についてに移りたいと思います。 

まず、この競輪場の改修計画なんですが、結構聞かれるんですよ。計画自体がどがんふう

になっとうとやというような話をよくいただきます。この建物は解体されますけどこれはそ

のままですよとか、場外は売りますけど本場はないですよと、一個一個説明をしてるんです

けど、なかなか口頭だけでは伝わりにくい部分があるので、まず具体的な改修計画のスケジ

ュールを御答弁願いたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

小田営業部理事 

○小田営業部理事〔登壇〕 

（モニター使用）すみません、モニターお願いします。上田議員にお答えします。 

現在、武雄競輪場、改修に入ろうとしています。今月末９月 30 日をもって旧施設での開

催は終了いたします。 
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解体の内容という部分で言われています、あと、工事改修計画。モニターを見てもらえれ

ばわかると思いますけど、赤い部分、左側のサイドスタンドコーナーから第１発売所、オア

シス、中央スタンド、第４コーナーのサイドスタンド、それと正門、すべて解体します。今

ある食堂、これについてはまだ年数が経っていませんので、あとの利活用という部分でその

部分だけは残してます。競輪場の北側全体をすべて解体し、まっさらにして建て直します。 

10 月から来年の９月までについては、本場開催はできません。というのは、バンクの改修

もことし 10 月から来年の３月まで行います。その代わりに、場外発売については南側の特観

席、下側の特観席と新特観席にて一応発売所を設けます。 

なかなかお客さんの誘導が難しいわけですけど、お客さんの誘導に関しては第３駐車場を

利用します。特観席側の東側に架け橋。特観席、ここに架け橋を設けてここから入る。入場

口は今の選手の通用口から入って、ここに架け橋かかって、ここに入れる、入場するという

ふうに計画をしています。 

続きまして改修計画ですけど、スケジュールの内容を見てもらうとわかりますとおり、ま

ずメインスタンド等の建設工事、これについては解体、施設、外構と３工事を一度に、今現

在入札中です。本当は今議会の最終日ぐらいに間に合わせたかったんですけど、若干設計上

建設部分で遅れがあったんで、10 月の冒頭また議会にお願いして、その採決を受けてから解

体とメインスタンドの建物をまず同時にやっていくと。 

それが土工事、基礎工事を経て、鉄骨工事、外装、内装ということで、建物については来

年の８月末。競技法にのっとる基準法がありますので、その適用範囲で、先行して、９月ま

でには完成させたいと。あと一部分ちょっと外構が残る部分がありますけど、それについて

はまたあとで説明しますけど、９月末をもって一応終わりと。 

それとその下の電気、機械、ナイターについては発注、入札準備を 10 月、それで 12 月に

これも議会にお願いするかと思いますけど、お願いして、それで来年の８月末までで完成さ

せたいと。 

それで、一応 10 月にこけら落とし。来年 11 月には記念が決まっていますので、必ず８月

末に完成しないと莫大な損失が出ますので、そこの部分、御協力方よろしくお願いします。 

なお、今度の９月 28 日から 30 日まで、井上茂徳杯が開催されます。最後の開催となりま

すので、議員の皆さんよろしかったら御来場して御協力いただきますよう、よろしくお願い

いたします。以上です。 

○議長（杉原豊喜君） 

10 番上田議員 

○10 番（上田雄一君）〔登壇〕 

井上茂徳杯が９月末で、それが終わった時点で工事に入ると。来年の９月末で終わらせる

と。もう１年こっきりで全部をやってしまうっちゅうわけですよね。なおかつ、９月末に議
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会に上程したいけども、それも間に合わないから 10 月。大丈夫とですかね。 

もうとにかく、そがん日にちはないと思うんですよね。ですので、ぜひ計画しながらやっ

ていただきたいなと。どんどんどんどん遅れが生じないように、11 月記念が待っているとな

ればなおさらです。やっていただきたいなと思っております。スケジュールについてはオッ

ケーでございます。 

モニターを。そうした場合に、今回、この競輪場周辺を上空から撮ったものでございます。

これがバンクですね。こちらがバンクになりまして、競輪場の駐車場がおおむねここからこ

うですね、この辺ずっと入っていって、ここのあたりまでずっと競輪場の駐車場がきとうわ

けですよね。 

私もこの写真、航空ゾーンを見ても、ここのあたりには車がいっぱいとまっとうですけど、

がらってしとうわけですよね。先日、私も撮影に行きましたら、やはり競輪場の建屋の真ん

前、なるべく皆さん近いところにしかとめんですもんね。私もそがんしかせんです。 

となると、ちょっと離れればもうこがんふうですよね。ずっとこの駐車場もこっちら辺だ

けとまって、逆側から見た場合です。こちらが競輪場です。非常に駐車場も広く余っている

と。余っているという言い方が適切なのかどうかはちょっとわかりませんけど。これがです

ね、競輪場の駐車場ずっと上がっていったら、わかるですよね、大体どこの部分って。ここ

ら辺です。 

問題は、逆に草ぼうぼうでですね、ここ多分、市の看板が出てます。何て書いてあるかと

いうと、不法投棄やめろっていうような感じの看板なんですよね。要は、やっぱり荒れてれ

ばそこにゴミも集まるわけですよね。 

だから、ここら辺も踏まえて、今回改修計画併せて、周辺の環境整備もぜひというところ

でお願いをしたいところでございますけど、先般の計画等々も併せてでも御答弁をお願いし

たいなと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

小田営業部理事 

○小田営業部理事〔登壇〕 

上田議員にお答えします。 

（モニター使用）この図は、先般、議員連絡会で議員の皆様にお示しをしていると思いま

す。 

現在、これは第２駐車場、第３駐車場写ってませんけど、第１駐車場をうちは駐車場にし

ていますけど、第１駐車場のほうを今度、今の建物の裏側に約 82 台とめる。ファンにはより

近くという部分で計画をしています。それと、右側の緑、今子ども広場になっていますけど、

そこも臨時駐車場とする予定でございます。 

というのは、この第１駐車場について現在、市長も冒頭公園整備っていう部分がありまし
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たので、一番正面玄関である第１駐車場に――今のところ予算的にはここから、この辺が今

のところ予算で入っていますけど、ここから下の部分は今仮想でつくっています。これにつ

いては、来年度また予算をお願いしなくちゃならないかもしれませんけど、自転車にちなん

だ公園。 

例えば今ストライダーというのが――ペダルなしですね――ストライダーというのが大

変子どもに人気があるわけですよ。毎月第３日曜日にたけ丸サンデーというものをやってい

ますけど、その部分で子どもたちに一番人気あるのがストライダー。というのは、自転車に

乗れない人がその１日で乗れるっていう部分もあります。それにちなんだ走路設計。 

今、ただ自転車に乗っているだけですけど、結局ＢＭＸみたいにミニコースみたいなもの

をつくって、その手前に広場、これは自由にそこまで来てだれでも遊べるような広場という

部分を今のところ検討しています。 

議員御指摘の第２・第３ですけど、そうなるとやっぱり駐車場が足らなくなります。これ

については、お客さま、それと今イベント等を行った場合に、先日もたけ丸フェスタ等もし

ましたけど、そのときは客が 4,000 人、昨年も 6,000 人、駐車場が足らなかったわけですよ。

そういう部分で、やっぱり駐車場自体は残しておかないとという部分で、今後も駐車場とし

て活用していきたいと考えています。以上です。 

○議長（杉原豊喜君） 

10 番上田議員 

○10 番（上田雄一君）〔登壇〕 

ちょっとこのまま、このまましとってください。 

確かにたけ丸サンデーですかね、駐車場足らなかったと。そういう集客ができているんだ

ったら、非常にそうだろうなと思います。 

なおかつ、これのパース図、あくまでもまだ構想案のような感じですね。ここから上が予

算はとっているけど、その下がまだ。 

この絵を見ると、私も最初にこれを見たとき、もうわくわくするような感じですもんね、

やっぱりね。やっぱり新しく改修計画案が出て、今の競輪場がこんな感じに変わるんだと。

こうなると、バンクの位置としては特別何もずれたり、変更はなかわけですよね。 

ですので、今ここの公園的な感じで位置づけされているところ、ここが多分まあ正面の左

側の駐車場ぐらいの場所あたりになるのかなと思うんですけど、ここら辺に公園があってと

なると、結局中に入らずにその前の道からすると見えたり見えなかったりするんじゃないか

なと思うわけですよ。人目につく――全く死角になったりとかってするケースも考えられる

ので、私はここの公園とかそういう施設を生かす仕組みもつくっていかんばいかんと思うわ

けですね。 

さっきも答弁出てきておりました――ストライダーですかね。ストレーダー、ストライダ
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ー。ストライダーですね――そういうコースをぜひ設置してもらって、なおかつ遊べる公園

的なところに、地元の方からの要望でもありますようにパークゴルフとかグランドゴルフと

かできるような仕組みができんかという話をいただいておるわけですよ。パークゴルフ、グ

ラウンドゴルフされる方というのは、結構時間的にも――まあ季節にもよります。夏休みと

かだったら、もうひどうぬっかけんですね、午前中だけとかなるかもわかりませんけど、そ

ういう人たちが平日の昼間からでも、グランドゴルフだったり、パークゴルフだったりでき

るような場所を設けてれば、そこがまた人が集まる、にぎわいにもつながっていくんじゃな

いかなと思うわけですよ。 

公園とかだだっ広いような広場もあったりすれば、ここは小学校の隣近所でもありますの

で、子どもたちだけでも遊びにいこうってなれば、にぎわいがまた生まれると思うんですよ。 

ですので、先ほど話あったように、ストライダー、ＢＭＸの整備、もちろんお願いしたい

し、パークゴルフ、グランドゴルフ、とにかくここ一帯に人が集まる仕組みを、ここら辺の、

バンクより下の部分、この絵からいけば下の部分にはぜひそういう仕組みづくりをお願いし

たいと思うわけですけど、これについて再度見解をお願いしたいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

これですね、もともと競輪場は行くと楽しめると。ただ、全く行かない人にとっては、そ

ういう人によってはまあギャンブルするところでしょうというような見方をされる方もいる

のは事実だというふうに思っております。 

今回、ほかも競輪が廃止される中で、この武雄で半世紀、50 年に１回の改修をやると。こ

れは、我々は引き続きこの競輪を続けていくという意思表示であるというふうに思っており

ます。 

そんな中、やはり私としてはここに新しい価値をしっかりと生み出さなければならないと

いうふうに――先日演告でもお話をさせていただきましたけれども――というふうに思って

おります。まあ新しい価値を生み出すということで言いますと、ここはぜひ競輪事業所にも

一緒になって考えていきましょうという話はしてるんですが、例えばさっき上田議員もおっ

しゃった、やっぱりこうわくわくするものがいいですよね。 

ここに公園とありますけれども、図書館に行ったりしたファミリーがこちらに足を延ばし

て、そして公園に来ると。公園に来たら、子どもの目線から練習風景が見えたりして、お父

さんあれ何っていう話から自転車への興味を小さいときから持つような、そういう面があっ

たらいいんじゃないかとか。 

あとは、これも一つ私なりのアイデアなんですが、国際的な観光施設にしたらどうかと思

っています。オルレなどで韓国の方も来られますし、韓国には競輪があるので比較的なじみ
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やすいと。だったら、マークシートをハングル語にして、一つ韓国の人、来られた方にここ

でちょっと遊んでいただいて、そして武雄に泊まっていただくなんていうことをすれば、恐

らくそういうことをやっている施設、競輪場ってまだないと思うんですよね。これは武雄に

ある、韓国人の方なり外国人が来られるっていう強みも生かして、さらににぎわいがつくれ

るんじゃないかとか、いろいろと私なりにアイデアは出てきています。 

なので、これはぜひ改修までに、中でもですね、もうとにかく自由な発想で、どうやって

にぎわいを出すか、新しい価値をつくるかというところは十分議論をしていきたいというふ

うに思っていますし、またぜひここはアドバイスをいただければと思っております。 

○議長（杉原豊喜君） 

10 番上田議員 

○10 番（上田雄一君）〔登壇〕 

さすが。ハングルの投票用紙、さすがです。それはもうおもしろかと思うですよ。だって、

今日本の人が海外旅行、韓国とか行かれると、大概目的カジノに行きようっていう人結構聞

くとですよね。耳にする。これ逆の発想になれば、向こうから来られる方が、じゃあそうい

う楽しみをってなったときに非常にいいですよね。非常にいいと思います。それはぜひ実現

していただきたいなと。 

もう一点、市長先ほどおっしゃいましたように、ギャンブル性っていうところで、私もそ

う思うんですよ。もういつまでもギャンブル的なイメージを持たれている時点で、やはりだ

めなのかなと。 

競輪選手、私も知り合いが多いもんですから言うわけではないですけれど、彼らもギャン

ブルの対象じゃないですもんね。プロスポーツ選手ですもんね。もうすごいトレーニングを

積んで頑張っておられる選手ですので、やはりスポーツ的なイメージをもっと前面に押し出

していければ非常にいいなと思います。本当にここに人が集まる仕組みづくりっていうのは、

ぜひ必要だと思います。 

私も以前、競輪ではないですけど、大村の競艇場が、スタンドが新しくなったということ

で私もちょっと視察に行ってきました。びっくりしました。若い女性ばっかりやったとです

よ、お客さんがほとんど若い女性ばっかり。何かレディースデーとかそういう企画があって

るのかなって思うぐらい。でも、確かに私みたいな人もいました。もっと年配の方もいまし

た。 

でもイメージが、やはりスタンドを改修することによって全く今までと景色が違うとです

よね。女性の方もキャーキャー言いながら見よんさったです。ミニスカートの人たちもいっ

ぱいおんさったけん、目のやり場に困るくらいあったですよ。（笑い声）本当にそうです。そ

れぐらい、スタンドの改修ってなれば効果が、がらっと変わってくると思うんですよね。 

ですので、今回競輪場改修計画が、これから進んでいきますけど、人が集まる仕組みづく
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り、にぎわいづくりをお願いして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（杉原豊喜君） 

以上で 10 番上田議員の質問を終了させていただきます。 

以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

散   会    14時15分 


